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第
六
十
六
巻

第
二
競

平
成
十
九
年
九
月
護
行

秦

律

の

夏

と

臣

邦

渡

遺

英

幸

序

二

日

一
秦
律
の
「
夏
」
と
「
夏
子
」
を
め
ぐ
る
先
行
諸
説

二
睡
虎
地
秦
簡
に
お
け
る
「
臣
邦
」

三
戦
園
秦
の
統
属
下
に
あ
る
諸
邦

(
一
)
秦
に
臣
属
す
る
戎
秋
蛍
夷
の
君
長
・
君
公

(
二
)
戦
図
秦
が
封
じ
た
「
封
君
・
侯
」

(
三
)
秦
に
服
従
し
た
東
方
の
諸
侯
園

四
「
夏
」
と
「
夏
子
」
の
意
味
す
る
も
の

結

語

1 

序

仁コ

161 

(
I
)
 

古
代
中
国
で
成
立
し
た
〈
中
華
〉
観
念
は
、
漢
代
以
降
、
漢
族
が
多
数
を
占
め
る
中
園
本
土
や
歴
代
の
王
朝
圃
家
、
あ
る
い
は
そ
の
秩
序
や
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丈
明
を
指
す
呼
稽
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
統
一
園
家
や
漢
族
意
識
が
未
成
立
の
先
秦
時
代
に
は
、
「
夏
」
や
「
中
園
」
が

指
し
示
す
内
容
は
か
な
り
多
様
で
あ
り
、
そ
の
成
立
・
展
開
の
過
程
に
つ
い
て
も
、
な
お
未
解
明
の
部
分
が
多
く
蔑
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
先
秦
期
の
「
夏
」
を
考
察
す
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
「
法
律
答
問
」
に
見
え
る
「
夏
」
や
「
夏
子
」
、

お
よ
び
関
連
す
る
「
臣
邦
」
等
の
諸
概
念
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
該
資
料
は
、
戦
国
末
の
秦
の
官
吏
が
使
用
し
て
い
た
律
丈
の
解
説
書
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
「
夏
」
な
ど
の
語
句
は
、
秦
律
で
賓
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
概
念
で
あ
っ
た
と
推
定
し
う
る
。
勿
論
安
易
に
一
般

化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
律
丈
上
で
定
義
さ
れ
た
「
夏
」
概
念
は
、
構
築
の
主
瞳
と
、
そ
の
年
代
的
な
下
限
が
明
確
で
あ
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
戦
園
時
代
の
多
様
な
〈
中
華
〉
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
上
で
一
つ
の
定
賄
を
提
供
す
る
も
の
と
な
り
え
よ
う
。

(
2
)
 

秦
律
に
見
え
る
「
夏
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
検
討
・
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
工
藤
元
男
氏
の
研
究
は
、
も
つ

と
も
詳
細
か
っ
包
括
的
な
見
解
を
提
示
し
て
お
ら
れ
、
研
究
史
上
に
お
い
て
第
一
に
参
照
す
べ
き
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
以

下
に
取
り
上
げ
る
幾
つ
か
の
重
要
な
論
貼
に
つ
い
て
は
、
諸
氏
の
見
解
に
一
致
し
な
い
部
分
も
あ
り
、
ま
た
工
藤
氏
の
見
解
の
中
に
も
、
な
お

2 

検
討
を
要
す
る
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
諸
氏
の
見
解
を
検
詮
し
つ
つ
、
ま
ず
秦
律
の
「
夏
」
・
「
夏
子
」
、

お
よ
び
密
接
な
闘
わ
り
を
も
っ
「
臣
邦
」
に
検
討
を
加
え
る
。
さ
ら
に
こ
れ
と
丈
献
史
料
と
を
組
み
合
わ
せ
、
「
臣
邦
」
に
該
首
す
る
戟
園
秦

の
統
治
形
態
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
秦
が
諸
邦
の
支
配
瞳
系
上
に
構
築
し
た
「
夏
」
の
枠
組
み
を
解
明
し
た
い
と
考
え
る
。

秦
律
の

「
夏
」
と
「
夏
子
」
を
め
ぐ
る
先
行
諸
説

(
3
)
 

睡
虎
地
秦
筒
「
法
律
答
間
」
の
中
で
「
夏
」
に
言
及
す
る
の
は
、
次
の
二
つ
の
僚
丈
で
あ
る
。

例
臣
邦
人
不
安
其
主
長
、
而
欲
去
夏
者
、
勿
許

0

・
可
(
何
)
謂
夏
。
欲
去
秦
属
是
謂
【
去
】
夏
。
日

(
雲
夢
睡
虎
地
秦
筒
「
法
律
答
問
」
第
一
七
六
筒
)

「
臣
邦
の
人
、
其
の
主
長
に
安
ぜ
ず
し
て
、
夏
を
去
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
許
す
勿
れ
」
と

0.何
を
か
「
夏
」
と
謂
う
や
。
秦
の
属
を



去
ら
ん
と
欲
す
、
是
を
「
夏
【
を
去
る
】
」
と
謂
う
。

川
員
臣
邦
君
公
有
皐
、
致
耐
皐
以
上
、
令
蹟
。
可
(
何
)
謂
員
。
臣
邦
父
母
産
子
、
及
産
七
邦
、
而
是
謂
員

0

・
可
(
何
)
謂
夏
子
。
-

臣
邦
町
父
・
秦
母
謂
殴
(
也

)
o
m

(
「
法
律
答
問
」
第
一
七
七
l

一
七
八
筒
)

「
異
臣
邦
君
公
に
罪
有
り
て
耐
罪
以
上
に
致
る
も
、
醸
せ
し
め
よ
」
と
。
何
を
か
「
異
」
と
謂
う
や
。
臣
邦
の
父
・
母
の
産
子
、
及
び

す
な
わ

官
邦
に
産
ま
れ
た
る
も
の
、
而
ち
是
を
「
己
県
」
と
謂
う

0.何
を
か
「
夏
子
」
と
謂
う
や

0・臣
邦
の
父
・
秦
の
母
の
謂
い
な
り
。

保
丈
同
は
、
律
丈
に
禁
止
さ
れ
た
「
臣
邦
人
」
が
「
夏
を
去
る
」
と
い
う
行
矯
に
封
す
る
「
法
律
答
問
」
の
解
説
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
秦
の

属
を
去
る
」
こ
と
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
候
丈
川
は
「
員
」
・
「
夏
子
」
と
い
う
釘
に
な
る
二
つ
の
概
念
を
問
題
に
し
て
お
り
、

「
夏
子
」
と
は
「
臣
邦
父
・
秦
母
」
か
ら
生
ま
れ
た
人
間
で
あ
る
、
と
定
義
し
て
い
る
。

(
4
)
 

こ
れ
ら
候
文
に
釘
し
て
工
藤
元
男
氏
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
解
緯
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。

(
一
)
篠
丈
同
の
「
臣
邦
」
と
は
「
官
邦
」
に
封
す
る
秦
側
の
領
域
で
あ
り
、
秦
に
臣
属
し
一
定
の
支
配
下
に
あ
る
圃
で
あ
る
。
ま
た
「
秦

属
」
と
は
「
秦
固
に
蹄
属
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
秦
の
貫
籍
を
も
つ
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
行
局
で
あ
る
「
去
夏
」
は

3 

「
秦
圃
か
ら
の
亡
命
」
を
意
味
し
、
首
然
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
秦
は
、
自
ら
を
「
夏
」
と
任
ず
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
支

配
下
に
あ
る
「
臣
邦
」
も
「
夏
」
の
範
固
に
含
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

(
二
)
篠
丈
川
は
「
夏
子
」
を
「
臣
邦
父
・
秦
母
」
の
子
供
と
規
定
し
て
い
る
が
、
雨
親
と
も
に
秦
人
の
人
物
も
首
然
「
夏
子
」
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
す
る
と
「
夏
子
」
は
「
身
分
上
、
完
全
な
秦
固
人
」
の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
認
定
の
候
件
は
秦
人
の
母
親
か
ら
生
ま
れ
て

く
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
釘
し
「
臣
邦
」
の
父
母
が
生
ん
だ
子
と
「
七
邦
」
に
生
ま
れ
た
人
聞
は
す
べ
て
「
異
」
と
認
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
他
国
出
身
者
を
示
す
「
客
」
身
分
の
法
制
的
な
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
三
)
し
た
が
っ
て
、
秦
の
勢
力
圏
内
に
居
住
す
る
人
物
が
「
夏
子
」
と
認
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
員
」
と
認
定
さ
れ
る
の
か
は
、

163 

一
に
母
親
の
身
分
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
秦
は
、
こ
の
よ
う
な
身
分
制
を
テ
コ
と
し
、
秦
人
の
女
性
と
の
婚
姻
を
通
じ
て
、
服
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属
し
た
異
邦
人
の
同
化
を
進
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
工
藤
氏
は
、
「
臣
邦
」
を
含
め
た
領
域
が
「
夏
」

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
中
で
も
秦
人
の
母
親
か
ら
生
ま
れ
た
「
完
全
な
秦
園

人
」
が
「
夏
子
」
で
あ
る
と
い
う
、
秦
律
に
お
け
る
二
重
の
「
夏
」
の
範
固
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
氏
は
こ
の
解
緯
に
基
づ
き
、
秦

が
支
配
下
領
域
に
住
む
異
邦
人
(
客
身
分
)
に
針
し
、
秦
人
の
女
性
と
の
婚
姻
を
通
じ
て
「
秦
化
」
を
進
め
て
い
た
、
と
す
る
一
貫
し
た
論
賠

を
提
示
し
、
秦
人
を
中
心
と
す
る
同
心
園
的
な
身
分
秩
序
の
枠
組
み
を
復
元
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
工
藤
氏
の
見
解
に
も
、
な
お
疑
問
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
問
題
と
な
る
の
が
「
夏
子
」
の
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
身
分

上
完
全
な
秦
園
人
」

の
音
却
に
解
し
、
母
親
の
血
統
に
よ
り
「
夏
子
/
異
」

の
別
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
と
、
「
秦
」

の
父
親
と
「
臣

邦
」
・
「
官
邦
」
の
母
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
は
、
必
然
的
に
「
員
」
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
蹄
着
す
る
。
歴
代
の
秦
王
が
外
国
出
身
の
夫
人
を

(

5

)

(

6

)

 

要
っ
て
い
た
事
賓
や
、
「
秦
」
の
男
性
と
「
臣
邦
」
の
女
性
の
婚
姻
の
可
能
性
に
留
意
す
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
不
合
理
で
あ
る
。
そ
の
た

4 

め
か
工
藤
氏
は
「
秦
」
の
父
と
「
臣
邦
」
・
「
官
邦
」
の
母
の
聞
に
生
ま
れ
る
子
供
の
属
性
に
つ
い
て
、
明
確
な
解
稗
を
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

加
え
て
工
藤
説
に
封
し
て
は
、
幾
つ
か
の
異
論
も
存
在
し
て
い
る
。
ま
ず
、
候
文
例
の
「
臣
邦
」
と
「
夏
」
に
つ
い
て
は
堀
敏
一
氏
に
よ
る

(
7
)
 

批
判
が
あ
る
。
堀
氏
は
、
「
臣
邦
」
の
中
に
異
民
族
(
戎
)
の
邦
も
存
在
す
る
こ
と
を
論
擦
に
、
「
夏
」
の
範
固
に
「
臣
邦
」
を
含
め
る
工
藤
説

に
疑
問
を
呈
し
、
「
t

夏
」
は
あ
く
ま
で
も
秦
本
園
の
み
を
指
し
た
言
葉
で
あ
り
、
「
去
夏
」
と
は
「
臣
邦
」
の
人
が
秦
(
す
な
わ
ち
夏
)
に
隷
属

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
離
脱
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
蝉
押
さ
れ
た
。

(
8
)
 

ま
た
、
候
丈
川
に
見
え
る
「
夏
子
」
に
つ
い
て
は
、
飯
島
和
俊
氏
が
工
藤
説
と
異
な
る
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
飯
島
氏
は
婚
姻
に
よ
る

「
非
秦
人
」
の
「
秦
化
」
の
過
程
を
論
ず
る
賄
で
は
工
藤
説
と
同
様
で
あ
る
が
、
「
夏
子
」
を
臣
邦
父
・
秦
母
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
と
し
、

「
秦
」
の
父
親
を
も
っ
者
は
、
母
親
の
出
自
に
関
わ
ら
ず
、
み
な
「
秦
人
」
と
認
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
秦
園
内
に
住

む
人
聞
が
母
親
の
出
自
に
基
づ
い
て
「
夏
子
」
と
「
員
」
に
分
類
さ
れ
て
い
た
と
す
る
工
藤
説
に
封
し
、
父
方
の
出
自
に
基
づ
く
「
秦
」
認
定

に
言
及
し
た
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
。



し
か
し
こ
の
解
程
で
は
、
「
秦
」
と
「
夏
子
」
の
異
同
開
係
が
問
題
と
な
る
。
飯
島
氏
の
論
ず
る
よ
う
に
「
秦
」
が
父
親
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
属
性
で
あ
り
、
ま
た
一
方
の
「
夏
子
」
が
母
親
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
属
性
だ
と
す
れ
ば
、
雨
者
は
別
個
の
概
念
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
婚
姻
を
通
じ
た
非
秦
人
の
「
秦
」

へ
の
同
化
を
論
ず
る
た
め
に
は
、
雨
者
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
必
要
が
生
ず
る
が
、

飯
島
氏
は
こ
の
貼
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
張
政
普
氏
は
、
「
夏
」
を
秦
に
同
化
し
て
い
な
い
周
園
の
小
園
や
三
菅
地
域
の
人
々
の
謂
い
と
解
稗
し
、
工
藤
氏
と
正
反
封
の
理
解

を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
。
張
氏
は
、
「
臣
邦
」
人
の
男
性
と
「
秦
」
人
の
女
性
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
が
「
夏
子
」
で
あ
る
の
に
封
し
、
「
秦
」
の

男
性
と
「
臣
邦
」
の
女
性
が
生
ん
だ
子
供
は
「
秦
子
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
解
稗
し
、
「
秦
」
と
「
夏
」
を
相
封
立
す
る
概
念
と
し
て
捉

え
て
い
る
。
こ
の
張
氏
の
見
解
で
は
「
秦
」
の
父
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
の
属
牲
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
か
つ
飯
島
説
で
は
不
分

明
で
あ
っ
た
「
秦
」
と
「
夏
子
」
の
匝
別
が
、
明
確
と
な
る
。
し
か
し
、
候
文
例
は
明
ら
か
に
秦
を
中
心
と
し
た
「
夏
」
の
枠
組
み
(
秦
属
)

5 

を
論
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
秦
と
「
夏
」
を
封
立
す
る
概
念
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(m) 

一
方
、
鶴
間
和
幸
氏
も
、
「
臣
邦
」
を
秦
に
服
属
し
た
周
遺
民
族
の
固
と
解
す
る
頑
貼
か
ら
、
工
藤
読
と
や
や
異
な
る
見
解
を
提
示
さ
れ
て

い
る
。
鶴
間
氏
は
、
秦
の
郡
治
下
の
直
轄
領
域
が
「
夏
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
秦
女
と
婚
姻
を
結
ん
だ
周
遺
民
族
の
首
長
も
、
子
供
の
代
か
ら

「夏」

の
人
間
と
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
「
夏
」

の
範
園
は
あ
く
ま
で
も
首
長
ま
で
で
あ
り
、

そ
の
民
は
首
長
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
で

「
夏
」
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
、
と
解
稗
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
夏
子
」
を
周
遺
民
族
の
統
治
階
層
を
封
象
と
し
た
概
念
と
見
な
し
、
候
文

同
と
川
の
整
合
的
理
解
を
試
み
る
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
鶴
間
説
に
お
い
て
も
、
「
秦
」
人
の
父
親
と
「
臣
邦
」
・
「
官
邦
」
の
母
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
の
属
性
や
、
「
秦
」
と
「
夏
子
」
の
異
同

閲
係
に
つ
い
て
は
、

や
は
り
明
確
な
解
程
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
秦
女
か
ら
生
ま
れ
た
「
夏
子
」

の
「
臣
邦
」
君
長
が
、
非

「
秦
」
の
女
性
を
要
っ
た
場
合
は
、
そ
の
子
供
は
ど
の
よ
う
な
属
性
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
諸
黙
に
つ
い
て
は
、

い
ま
少
し
踏
み
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込
ん
だ
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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右
の
よ
う
に
、
候
丈
同
の
「
夏
」
に
つ
い
て
は
、
「
臣
邦
」
を
含
む
と
す
る
工
藤
説
、
秦
本
圃
の
み
を
指
す
と
す
る
堀
説
、
三
菅
地
域
と
す

る
張
政
普
説
の
解
稗
が
封
立
し
て
い
る
。
ま
た
候
文
川
の
「
夏
子
」
に
つ
い
て
は
、
諸
氏
の
見
解
が
よ
り
錯
綜
し
て
お
り
、
関
連
す
る
論
鈷
も

多
岐
に
わ
た
る
。
こ
と
に
焦
勤
と
な
る
の
は
「
臣
邦
」
の
解
稗
で
あ
ろ
う
。
秦
律
の
「
臣
邦
」
解
稗
は
些
か
複
雑
な
問
題
を
含
む
た
め
、
次
章

以
下
に
お
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
候
丈
同
・
川
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
丈
眠
か
ら
誼
み
取
れ
る
「
夏
」
と
「
夏
子
」
の
基
本

的
な
用
法
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。

第
一
に
、
秦
律
の
「
夏
」
と
は
、
秦
と
「
臣
邦
」
の
「
主
長
」
と
を
結
ぶ
統
属
関
係
に
基
づ
く
概
念
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
候
丈
同
は
、

「
臣
邦
の
人
」
が
「
其
の
主
長
」
に
安
ん
ぜ
ず
、
「
夏
」
か
ら
離
脱
す
る
行
矯
を
禁
止
し
て
お
り
、
臣
邦
人
が
彼
ら
の
「
主
長
」
の
統
率
下
に

(
日
)

あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
秦
律
は
「
秦
臣
邦
の
主
長
臣
邦
人
」
と
い
う
階
層
的
な
統
属
関
係
の
存
在
を
前
提
に
、
そ
こ

か
ら
離
脱
す
る
行
需
を
「
夏
を
去
る
」
と
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
法
律
答
問
」
は
こ
の
統
属
関
係
を
「
秦
の
属
」
と
言
い
換
え
、

6 

秦
律
の
「
夏
」
を
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(ロ)

し
た
が
っ
て
「
夏
」
と
は
、
直
接
に
は
臣
邦
の
人
々
が
彼
ら
の
主
長
を
通
じ
て
「
秦
の
統
属
下
に
あ
る
」
と
い
う
状
態
を
意
味
し
て
お
り
、

秦
と
臣
邦
の
主
長
の
聞
に
結
ば
れ
た
、
何
ら
か
の
統
属
関
係
に
基
づ
く
概
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
候
丈
か
ら
だ
け
で
は
、

そ
の
具
瞳
的
な
性
格
を
誼
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
秦
律
の
「
臣
邦
」
を
、
よ
り
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
保
丈
川
は
「
夏
子
」
を
、
「
秦
」
の
母
親
と
「
臣
邦
」
の
父
親
か
ら
生
ま
れ
た
人
間
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
夏
子
」
と

「
員
」
の
ほ
か
に
も
、
人
物
に
関
わ
る
幾
つ
か
の
属
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
秦
」
と
「
臣
邦
」
、
そ
し
て
「
官
邦
」
で

あ
る
。
そ
の
中
で
も
「
臣
邦
」
の
父
親
と
「
秦
」
の
母
親
を
も
っ
人
物
が
「
夏
子
」
と
-
認
定
さ
れ
て
お
り
、

一
方
で
「
臣
邦
」
の
父
・
母
か
ら

生
ま
れ
た
人
物
と
、
「
{
乙
邦
」
に
出
生
し
た
人
物
が
、
と
も
に
「
員
」
と
認
定
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
「
員
臣
邦
君
公
」
な
る
呼
稽
が
存
在
す

(
日
)

る
こ
と
か
ら
、
「
臣
邦
」
と
「
置
(
」
が
同
一
の
人
物
に
お
い
て
併
存
す
る
属
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
推
定
す
れ
ば
、

「
員
」
の
釘
概
念
で
あ
る
「
夏
子
」
も
ま
た
、
「
臣
邦
」
と
併
存
し
う
る
概
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。



し
た
が
っ
て
「
夏
子
」
と
は
、
第
一
義
的
に
は
「
秦
」
と
「
臣
邦
」
の
婚
姻
閲
係
に
お
い
て
出
生
し
た
、
母
親
を
通
じ
「
秦
」
の
血
統
を
有

す
る
「
臣
邦
」
の
人
聞
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
夏
子
」
を
「
身
分
上
完
全
な
秦
園
人
」
と
す
る
工
藤

氏
ら
の
推
定
は
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
く
、
再
検
討
を
要
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
「
臣
邦
」
の
内
賓
が
不
明
確
な
ま
ま
で
は
、
こ

れ
以
上
の
推
論
は
困
難
で
あ
る
。
や
は
り
秦
律
の
「
臣
邦
」
を
検
討
し
た
後
に
、
「
秦
」
と
「
臣
邦
」
・
「
官
邦
」
、
そ
し
て
「
夏
子
」
と
「
異
」

に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
上
の
基
礎
的
な
考
察
に
よ
り
、
秦
律
の
「
夏
」
が
、
と
も
に
「
秦
」
と
「
臣
邦
」
の
聞
の
何
ら
か
の
関
係
(
統
属
関
係
と
婚
姻
関
係
)
に
基

づ
く
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
秦
律
の
「
臣
邦
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
考
察
を

さ
ら
に
一
歩
進
め
、
秦
簡
中
に
見
え
る
「
臣
邦
」
の
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

睡
虎
地
秦
簡
に
お
け
る
「
臣
邦
」

7 

ま
ず
先
行
研
究
に
お
け
る
「
臣
邦
」
理
解
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、
や
は
り
最
初
に
奉
げ
ら
れ
る
の
が
、
工
藤
元
男
氏
の

(
日
)

見
解
で
あ
る
。
工
藤
氏
は
、
「
臣
邦
」
と
密
接
に
関
連
す
る
概
念
と
し
て
秦
律
の
篇
名
と
戟
園
秦
の
青
銅
器
銘
文
に
見
え
る
「
属
邦
」
に
注
目

し
、
次
の
よ
う
に
解
穫
し
て
お
ら
れ
る
。
「
臣
邦
」
に
は
「
属
邦
と
し
て
の
臣
邦
」
と
「
附
庸
と
し
て
の
臣
邦
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
前
者
は

秦
が
異
民
族
の
居
住
地
域
に
設
置
し
た
郡
級
の
地
方
行
政
機
構
で
、
牒
や
道
を
管
掌
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
属
邦
と
し
て
の
臣
邦
」
に
服
属
し

た
異
民
族
は
、
君
長
だ
け
で
な
く
、
民
に
ま
で
法
の
支
配
が
部
分
的
に
及
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
、
漠
代
で
い
う
「
内
臣
」
と
「
外
臣
」
の
中

聞
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
漢
代
の
「
属
国
」
制
を
念
頭
に
、
秦
簡
の
「
臣
邦
」
と
「
属
邦
」
を
同
一
覗
し
、
秦

(
凶
)

が
設
置
し
た
郡
級
の
行
政
機
構
と
見
な
す
理
解
で
あ
る
。

(
口
)

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
工
藤
氏
の
解
稗
に
封
し
て
は
、
す
で
に
矢
津
悦
子
氏
が
青
銅
器
銘
文
に
見
え
る
「
属
邦
」
事
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
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批
判
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
矢
淳
氏
に
よ
れ
ば
、
秦
律
の
「
臣
邦
」
と
は
秦
に
服
属
す
る
圃
で
あ
り
、

一
方
「
属
邦
」
は
漢
代
の
「
典
属
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(

川

崎

)

園
」
に
あ
た
る
中
央
官
府
で
あ
っ
て
、
雨
者
は
同
じ
で
は
な
い
。
ま
た
秦
代
に
異
民
族
を
統
治
し
て
い
た
の
は
「
遁
」
で
あ
り
、
「
属
邦
」
と

「
遁
」
の
聞
の
統
属
閲
係
も
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
。

さ
ら
に
矢
淳
氏
は
、
秦
律
の
「
臣
邦
」
事
例
を
整
理
検
討
し
た
上
、
文
献
史
料
中
の
秦
の
統
治
形
態
の
中
か
ら
、
臣
属
し
た
異
民
族
の
固
と
、

(

川

口

)

秦
が
封
建
し
た
諸
侯
国
人
の
封
君
の
固
を
抽
出
し
、
こ
れ
ら
を
秦
律
の
「
臣
邦
」
の
事
例
と
し
て
解
蝉
押
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
氏
は
、
秦
が

た
だ
ち
に
郡
を
設
置
で
き
な
い
地
域
に
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
「
臣
邦
」
を
存
績
さ
せ
て
い
た
と
す
る
。

(ω) 

一
方
、
大
櫛
敦
弘
氏
も
、
統
一
以
前
の
「
秦
邦
」
と
他
国
と
の
闘
係
を
検
討
し
、
そ
の
中
で
「
臣
邦
」
を
分
析
し
て
お
ら
れ
る
。
大
櫛
氏
に

よ
れ
ば
、
秦
簡
に
は
秦
以
外
の
園
を
指
す
呼
栴
と
し
て
、
「
諸
侯
」
・
「
外
臣
邦
」
・
「
臣
邦
」
の
三
者
が
存
在
し
、
中
で
も
「
臣
邦
」
は
遺
闘
の

内
側
に
存
在
す
る
「
内
臣
」
の
固
で
あ
り
、
非
漢
族
(
戎
)
の
臣
邦
、
漢
族
な
が
ら
非
秦
人
の
臣
邦
、
秦
人
の
臣
邦
と
い
う
三
つ
の
形
態
が
存

在
し
て
い
た
。
秦
簡
に
は
ほ
か
に

「
属
邦
」

の
語
も
見
え
る
が
、

そ
の
賓
態
は
非
漢
族
に
関
わ
る
と
い
う
以
外
に
は
明
ら
か
で
な
く
、

臣
邦
と

8 

の
関
係
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
と
い
う
。

右
の
よ
う
に
秦
律
の
「
臣
邦
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
秦
に
降
服
し
た
「
附
庸
」
の
固
と
、
秦
が
異
民
族
の
居
住
地
に
設
置
し
た
地
方
行
政
機
構

「
属
邦
」
と
を
含
む
と
す
る
工
藤
説
に
封
し
、
「
臣
邦
」
と
「
属
邦
」
を
匝
別
し
、
「
臣
邦
」
を
秦
に
服
属
し
た
固
と
解
す
る
矢
津
説
・
大
櫛
説

が
、
異
論
を
提
示
し
て
い
る
。
確
か
に
「
臣
邦
」
と
い
う
同
一
語
句
が
、
附
庸
固
と
郡
級
の
行
政
機
構
と
い
う
全
く
賓
態
の
異
な
る
封
象
を
意

味
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
秦
簡
に
は
律
の
篇
名
以
外
に
「
属
邦
」
な
る
呼
栴
は
確
認
で
き
ず
、
ま
た
戟
園
秦
の
青
銅
兵

器
銘
文
中
に
見
え
る
「
属
邦
」
の
賓
態
も
、
矢
淳
氏
ら
諸
氏
が
論
ず
る
よ
う
に
、
地
方
行
政
機
構
で
は
な
く
、
漢
代
の
典
属
国
に
連
な
る
中
央

(
む
)

官
府
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
「
臣
邦
」
と
「
属
邦
」
を
た
だ
ち
に
結
び
つ
け
て
論
ず
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
雨
者
は
さ
し

あ
た
り
別
個
の
概
念
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「
法
律
答
問
」
候
文
の
検
討
に
移
り
た
い
。
「
臣
邦
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
矢
淳
氏
・
大
櫛
氏
が
そ
の
事
例

を
整
理
し
て
お
ら
れ
、
以
下
の
検
討
に
も
重
な
る
部
分
が
あ
る
が
、
秦
律
か
ら
看
取
し
う
る
「
臣
邦
」
の
特
徴
を
、

い
ま
一
度
確
認
し
て
お
き



た
い
と
考
え
る
。
「
臣
邦
」
に
言
及
す
る
事
例
に
は
、
先
に
検
討
し
た
候
文
例
・
川
の
ほ
か
に
、
次
の
諸
簡
が
あ
る
。

判
檀
殺
・
刑
・
晃
其
後
子
、
獄
(
識
)
之

0

・
可
(
何
)
謂
後
子
。
-
官
其
男
矯
爵
後
、
及
臣
邦
君
長
所
置
矯
後
大
子
、
比
白
矯
後
子
。

η

(
「
法
律
答
問
」
第
七
二
筒
)

同
可
(
何
)
謂
蹟
鬼
薪
肇
足
。
可
(
何
)
謂
瞳
宮
。
-
臣
邦
異
戎
君
長
、
爵
首
上
造
以
上
、
有
皐
首
蹟
者
、
其
矯
霊
平
盗
、
令
腫
鬼
薪
肇
足
。

其
有
府
(
腐
)
皐
、
【
瞳
】
宮
。
其
官
皐
比
草
盗
者
亦
如
此
。
山

(
「
法
律
答
問
」
第
一

一
四
筒
)

M
N
使
者
(
諸
)
侯
・
外
臣
邦
、
其
邦
徒
及
傷
吏
不
来
、
弗
坐
。
可
(
何
)
謂
邦
徒
・
偏
吏
。
-
徒
・
吏
輿
惜
使
、
而
弗
矯
私
舎
人
、
是
謂

邦

徒

・

偏

吏

。

間

(

「

法

律

矢

口

問

」

第

一

八

O
筒
)

右
の
候
丈
川
か
ら
候
丈
例
の
内
容
よ
り
看
取
し
う
る
「
臣
邦
」
の
特
徴
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
「
臣
邦
」
に
は
統
治
階
層
と
考
え
ら
れ
る
「
君
長
」
(
候
文
川
・
凶
)
や
「
君
公
」
(
候
文
川
)
が
存
在
し
、
彼
ら
は
地
位
の
世
襲

を
認
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
に
封
し
臣
邦
の
長
吏
に
首
た
る
官
職
名
ゃ
、
臣
邦
が
君
長
や
君
公
に
命
令
を
下
す
よ
う
な
事
例
は

9 

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
や
は
り
「
臣
邦
」
は
矢
淳
氏
や
大
櫛
氏
が
論
ず
る
如
く
「
君
長
」
・
「
君
公
」
が
統
率
す
る
固
(
邦
)
で
あ
り
、

秦
が
設
置
し
た
行
政
機
構
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

君
長
・
君
公
の
世
襲
に
つ
い
て
は
、
係
丈
例
が
「
後
子
」
の
中
に
「
爵
後
」
(
霞
の
後
継
者
)
と
し
て
官
に
届
け
出
た
子
と
、
「
臣
邦
君
長
」

(
沼
)

が
置
い
た
「
後
大
子
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
臣
邦
君
長
」
に
封
し
、
後
継
者
を
指
名
し
て
地
位
を
世
襲
す
る
権
限
が

認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

一
方
、
「
臣
邦
君
公
」
の
世
襲
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
彼
ら
の
み
が
世
襲
を
認
め
ら
れ

(
幻
)

て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
が
た
く
、
ま
た
後
述
の
如
く
「
臣
邦
君
公
」
に
は
「
列
侯
」
爵
を
有
す
る
人
物
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
む
し
ろ
彼
ら
は
「
爵
後
」
の
範
障
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
際
、
「
爵
後
」
の
指
名
が
秦
に
よ
る
承
認
を
必
要
と
し
て
い

た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

169 

第
二
に
、
君
長
・
君
公
は
罪
を
犯
し
た
場
合
、
刑
罰
の
適
用
に
お
い
て
、
相
首
寛
大
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
。
例
え
ば
僚
丈
川
に
は
、
「
員
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臣
邦
君
公
」
が
耐
罪
以
上
の
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
の
量
刑
に
「
噴
」
刑
を
適
用
す
る
規
定
が
見
え
る
。
ま
た
候
丈
川
は
上
造
以
上
の
有
一
爵
者

に
相
嘗
す
る
「
臣
邦
員
戎
君
長
」
が
群
、
盗
・
腐
罪
を
犯
し
た
場
合
に
「
腫
」
刑
を
適
用
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
君
公
」
・

(
江
)

「
君
長
」
に
封
す
る
一
種
の
優
遇
規
定
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
候
丈
川
と
凶
が
論
じ
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
「
員
」
の
君

長
・
君
公
の
場
合
の
規
定
で
あ
る
。
「
夏
子
」
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
秦
筒
中
に
該
首
す
る
候
丈
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
に
、
臣
邦
人
が
秦
の
統
属
下
か
ら
離
脱
す
る
行
矯
は
、
前
述
の
如
く
秦
律
に
お
い
て
「
去
夏
」
と
表
現
さ
れ
、
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
こ
の
「
去
夏
」
を
秦
か
ら
の
「
園
外
逃
亡
」
と
い
う
意
味
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
秦
律
に
は
「
邦
亡
」
と
い
う
秦

固
か
ら
の
逃
亡
を
音
、
山
味
す
る
犯
罪
が
別
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
邦
亡
」
の
事
例
は
、
以
下
の
通
り
。

仙
人
臣
甲
謀
遣
人
妾
乙
盗
主
牛
、
買
(
士
号
、
把
銭
借
邦
亡
、
出
徹
、
得
。
論
各
可
(
何
)
殴
(
也
)

0

止
宮
城
旦
勲
之
、
各
昇
主
。

5

(
「
法
律
答
問
」
第
五
筒
)

10 

同
告
人
日
邦
亡
、
未
出
徽
閑
亡
、
告
不
審
。
論
可
(
何
)
殴
(
也
)
o

矯
告
轍
城
旦
不
審
。
品

川
邦
亡
来
週
銭
過
高
、
巳
復
、
後
来
、
盗
而
得
。
可
(
何
)
以
論
之
。
以
通
銭
。

m

以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
秦
律
の
「
邦
亡
」
と
は
、
秦
の
人
聞
が
「
徴
」
な
ど
の
境
界
を
越
え
、
秦
の
圏
外
へ
と
逃
亡
す
る
犯
罪
行
矯
の

(
お
)

謂
い
で
あ
る
。
「
徴
」
と
は
遺
界
に
構
築
し
た
障
壁
を
意
味
し
、
候
文
川
同
で
は
こ
れ
を
乗
り
越
え
た
時
黙
で
「
邦
亡
」
罪
が
成
立
す
る
と
認

識
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
戦
園
秦
の
「
邦
」
領
域
の
境
界
を
形
成
し
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
さ
ら
に
秦
簡
に
は
「
邦
闘
」
と
い
う
名
栴
も

(
お
)

見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
函
谷
聞
や
西
方
の
諸
聞
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
開
中
地
域
を
取
り
巻
く
諸
闘
を
指
し
た
呼
稀
で
あ
り
、
や
は
り
秦

(
「
法
律
答
間
」
第
四
八
筒
)

(
「
法
律
答
問
」
第
一
八
一
筒
)

「
邦
」
の
境
界
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
邦
亡
罪
の
量
刑
に
つ
い
て
は
、
保
丈
山
川
で
奴
泊
料
に
封
し
て
韓
国
弁
主
罪
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
候
文
凶
に
告
時
城
旦
の
反
坐
規
定
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
韓
城
旦
春
に
量
刑
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

こ
れ
に
封
し
臣
邦
人
の
離
脱
は
、
係
丈
何
に
お
い
て
「
去
夏
」
と
規
定
さ
れ
、
境
界
に
閲
す
る
明
確
な
記
述
が
見
え
ず
、
ま
た
適
用
さ
れ
る

具
瞳
的
な
刑
罰
も
不
明
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
秦
律
に
は
量
刑
の
規
定
が
存
在
し
、
そ
れ
が
残
存
し
て
い
な
い
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
少
な



く
と
も
「
去
夏
」
が
「
邦
亡
」
罪
と
は
匝
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
貰
で
あ
ろ
う
。
臣
邦
人
が
そ
の
君
主
の
下
か
ら
離
脱
す
る
行
馬
は
、
た
だ

ち
に
秦
か
ら
の
「
圏
外
逃
亡
」
を
意
味
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
臣
邦
」
の
人
々
が
秦
の
「
邦
」
内
に
数
え
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
す
る
。

第
四
に
、
臣
邦
に
は
、
「
外
臣
邦
」
と
い
う
「
外
」
を
冠
し
た
園
が
存
在
し
た
。
保
丈
例
は
「
外
臣
邦
」
を
「
諸
侯
」
と
並
列
し
、
秦
が
外

交
使
節
を
祇
遣
す
る
固
と
し
て
一
様
に
扱
っ
て
い
る
。
秦
簡
の
「
諸
侯
」
と
は
、
大
櫛
敦
弘
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
秦
に
服
属
し
て
い
な
い

(
釘
)

東
方
の
諸
侯
園
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
封
し
「
外
臣
邦
」
と
は
、
秦
に
何
ら
か
の
形
で
服
属
し
た
固
と
推
定
で
き
る
が
、

「
外
」
字
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ほ
か
の
「
臣
邦
」
と
の
聞
に
は
、
二
疋
の
匝
別
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
候
丈
川
に
お
い

て
「
秦
」
・
「
臣
邦
」
と
匝
別
さ
れ
て
い
る
「
宜
邦
」
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
「
諸
侯
」
と
「
外
臣
邦
」
を
含
む
呼
稀
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

最
後
に
臣
邦
に
は
「
戎
」
、
す
な
わ
ち
異
民
族
の
邦
が
存
在
し
た
。
候
文
川
に
「
臣
邦
員
戎
君
長
」
と
見
え
、
彼
が
異
民
族
の
君
長
で
あ
る

こ
と
を
明
示
す
る
。
一
方
、
候
文
川
に
は
「
臣
邦
君
長
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
非
「
戎
」
の
君
長
を
指
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
君
長
の
線
稀

で
あ
っ
た
の
か
、
確
と
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
秦
律
に
は
「
戎
」
と
い
う
概
念
が
存
在
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
文
献
上
の
戎
秋
蟹
夷
を
意

そ
の
中
で
も
秦
に
臣
属
し
た
君
主
が
「
臣
邦
員
戎
君
長
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

11 

味
し
、

一
方
、
秦
に
臣
属
し
て
い
な
い

「
戎
」
の
諸
邦
は
、
「
七
邦
」
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
先
述
し
た
よ
う
に
中
原
諸
侯
は
「
諸
侯
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
特

に
夷
秋
視
は
さ
れ
て
い
な
い
。
秦
律
が
中
原
諸
侯
と
戎
秋
蟹
夷
を
明
確
に
匝
別
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

以
上
の
考
察
を
綜
合
す
れ
ば
、
秦
律
に
見
え
る
「
臣
邦
」
と
は
、
そ
の
「
主
長
」
で
あ
る
君
公
・
君
長
が
秦
に
臣
層
し
、
か
つ
秦
と
匝
別
さ

れ
た
一
個
の
「
邦
」
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
、
「
臣
邦
」
に
封
す
る
秦
の
統
制
は
か
な
り
強
大
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
筒
文

は
君
公
・
君
長
に
封
す
る
量
刑
上
の
優
遇
措
置
を
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
彼
ら
が
秦
律
に
よ
る
裁
き
を
受
け
る
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
君
長
・
君
公
の
下
に
属
す
る
臣
邦
人
た
ち
も
、
そ
の
統
属
下
か
ら
勝
手
に
離
脱
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い

171 

な
か
っ
た
。
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し
か
し
、
現
存
す
る
秦
簡
の
中
か
ら
は
、
こ
れ
以
上
の
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
臣
邦
」
の
範
時
に
は
、
具
瞳
的
に
ど
の
よ

う
な
園
々
が
含
ま
れ
、
そ
れ
ら
は
秦
と
い
か
な
る
閲
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
惇
世
丈
献
を
含
め
た
ほ
か
の
史
料
か
ら
、
秦
律
の
「
臣
邦

君
長
」
や
「
臣
邦
君
公
」
に
該
賞
す
る
事
例
を
捜
索
し
、
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

戦
園
秦
の
統
属
下
に
あ
る
諸
邦

「
臣
邦
君
長
」
や
「
臣
邦
君
公
」
と
い
う
呼
稀
白
樫
は
、
現
存
す
る
停
世
文
献
の
中
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
諸
文
献
に
は
、
秦

の
統
属
下
に
あ
る
君
主
の
諸
事
例
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
工
藤
氏
・
矢
淳
氏
・
大
櫛
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
ら
を
分
類
し
て
列
車
す

れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

秦
に
臣
属
す
る
戎
秋
蟹
夷
の
君
長
・
君
公

( 

ー
'-J 

( 

ー
¥、J

戦
園
秦
が
封
じ
た
「
封
君
・
侯
」

12 

秦
に
服
従
し
た
東
方
の
諸
侯
圃

以
下
、
個
別
の
事
例
を
検
討
し
て
ゆ
く
。

( 

ー
¥/  

( 

ー
) 

秦
に
臣
属
す
る
戎
秋
質
夷
の
君
長
・
君
公

『
史
記
」
を
は
じ
め
と
す
る
丈
献
史
料
は
、
戦
固
秦
に
臣
属
す
る
戎
秋
蟹
夷
の
「
君
長
」
・
「
君
公
」
の
存
在
を
惇
え
て
い
る
。
従
来
の
研
究

で
も
、
こ
れ
ら
戎
秋
蟹
夷
の
「
君
長
」
や
「
君
公
」
が
、
秦
律
の
「
臣
邦
君
長
」
・
「
臣
邦
君
公
」
に
該
首
す
る
と
い
う
見
解
が
主
流
で
あ
る
。

『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
秦
王
政
九
年
(
紀
元
前
二
三
八
年
)
四
月
僚
に
は
、
長
信
侯
謬
毒
の
反
乱
に
お
い
て
、
「
時
卒
及
び
衛
卒
・
官
騎
・

戎
翠
君
公
・
会
口
人
」
が
捌
惨
事
に
動
員
さ
れ
、
秦
王
の
軍
と
成
陽
で
戦
っ
た
記
事
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
戟
園
末
年
の
秦
に
「
戎
翠
君
公
」

な
る
人
々
が
服
属
し
て
お
り
、
彼
ら
が
成
陽
附
近
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
秦
の
周
固
に
は
、
数
多
く
の
戎
秋
集
圏
が
存
在
し
て
お
り
、



春
秋
・
戟
圃
期
を
通
じ
秦
に
郡
豚
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
一
部
に
つ
い
て
は
、
秦
に
臣
属
す
る
「
君
公
」
が
戦
国
末
ま
で

存
績
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
戎
秋
集
園
の
臣
属
化
の
状
況
に
は
、
不
明
な
部
分
が
多
い
。
た
だ
、
前
三
二
七
年
に
秦
に
臣
属
し
た
義
渠
戎
に
つ
い
て
は
、
闘

連
す
る
記
事
が
比
較
的
蔑
さ
れ
て
い
る
。
『
史
記
』
秦
本
紀
恵
丈
王
前
十
一
年
(
前
三
二
七
年
)
、
秦
が
義
渠
を
「
牒
」
に
し
た
と
あ
り
、
ま
た

同
年
「
義
渠
君
、
臣
と
矯
る
」
と
い
う
記
事
も
本
紀
・
六
固
年
表
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
義
渠
に
封
す
る
「
豚
」
設
置
と
、
義
渠
君
の

(
釣
)

臣
属
が
同
時
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
秦
と
義
渠
と
の
聞
で
は
し
ば
し
ば
抗
争
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
昭
裏
王
の
初
年

(
初
)

に
は
、
義
渠
君
が
秦
に
朝
見
し
た
折
、
官
一
太
后
と
密
通
す
る
と
い
う
事
件
ま
で
停
え
ら
れ
て
い
る
。

(
但
)

義
渠
戎
の
最
終
的
な
滅
亡
は
、
昭
裏
王
三
六
年
(
前
二
七
一
年
)
ご
ろ
、
義
渠
君
が
宣
太
后
に
誘
殺
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
た
征
服
で
あ

り
、
こ
れ
は
懸
の
設
置
と
義
渠
君
の
臣
属
か
ら
五

O
年
以
上
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
問
、
義
渠
の
地
に
は
秦
に
よ
る
豚
設
置
が
進
む
一
方
、

13 

義
渠
戎
の
圃
は
依
然
と
し
て
存
績
し
、
そ
の
君
主
は
時
に
離
叛
し
つ
つ
も
、
秦
に
臣
属
し
て
活
動
を
績
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に

義
渠
に
封
す
る
征
服
活
動
の
過
程
で
は
、
秦
に
よ
る
行
政
車
位
の
設
置
と
、
戎
秋
の
君
主
の
臣
属
と
が
、
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
事
象
を
確

認
で
き
る
。

そ
し
て
先
述
し
た
「
戎
翠
君
公
」
の
事
例
は
、
義
渠
の
滅
亡
後
も
、
他
の
諸
戎
の
君
主
屠
が
秦
に
服
属
す
る
形
で
存
績
し
、
成
陽
附
近
に
集

(
m
M
)
 

住
し
て
い
た
事
賓
を
停
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
秦
は
周
園
の
戎
秋
集
圏
に
封
し
て
、
居
住
地
を
占
領
し
て
牒
・
遁
の
設
置
を
進
め
る
一
方
、
そ

れ
と
並
行
す
る
形
で
戎
秋
の
君
主
た
ち
を
「
臣
邦
君
公
」
と
し
て
臣
属
さ
せ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
秦
に
服
属
し
た
「
君
長
」
の
事
例
と
し
て
は
、
巴
局
地
域
の
庫
君
巴
氏
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
『
後
漢
書
』
南
蛍
西
南
夷
列
俸
の

「
巳
郡
南
郡
」
僚
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

め

あ

わ

(

お

)

秦
恵
玉
、
巴
中
を
井
せ
る
に
及
び
、
巴
氏
を
以
て
蟹
夷
君
長
と
矯
し
、
世
よ
秦
女
を
向
せ
、
其
の
爵
も
て
不
更
に
比
し
、
罪
有
る
も
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爵
を
以
て
除
さ
る
る
を
得
し
む
。
其
の
君
長
を
し
て
、
歳
ご
と
に
賦
二
千
一
十
六
銭
を
出
し
、
三
歳
に
一
た
び
義
賦
千
八
百
銭
を
出
さ
し
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む
。
其
の
民
を
し
て
、
戸
ご
と
に
帳
布
八
丈
二
尺
・
難
羽
三
十
鍛
を
出
さ
し
む
。
漢
興
る
や
、
南
郡
太
守
斬
彊
、

一
に
秦
の
時
の
故
事
に

依
ら
ん
こ
と
を
請
う
。

(
社
)

こ
こ
に
見
え
る
「
巴
氏
」
と
は
、
漢
代
に
巴
郡
南
郡
蟹
と
呼
稽
さ
れ
た
鹿
君
賢
で
あ
る
。
秦
は
恵
丈
君
九
年
(
前
三
一
六
年
)
の
局
の
征
服
に

(
お
)

伴
い
、
闘
中
・
江
州
な
ど
四
川
東
部
を
占
領
し
て
「
巳
王
」
を
連
行
し
て
い
る
が
、
封
し
て
鹿
君
巴
氏
は
、
湖
北
省
西
南
部
の
清
江
流
域
に
居

(
お
)

住
し
て
い
た
有
力
氏
族
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
秦
が
滅
ぼ
し
た
巴
王
と
は
別
の
一
族
で
あ
っ
た
。
秦
恵
丈
王
は
川
東
地
域
の
巴
園
を
征
服
し
、

間
中
・
江
州
な
ど
の
諸
牒
を
設
置
す
る
一
方
、
隣
接
す
る
郭
西
地
域
の
麗
君
巴
氏
を
「
蟹
夷
君
長
」
に
任
じ
、
秦
女
の
降
嫁
、
不
更
爵
と
刑
罰

減
克
と
い
う
恩
典
を
輿
え
、
ま
た
特
例
的
な
税
制
を
施
行
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
を
通
じ
た
諸
賢
夷
の
掌
握
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
幻
)

諸
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
恩
典
は
「
法
律
答
問
」
候
丈
川
の
「
臣
邦
員
戎
君
長
」
に
針
す
る
量
刑
の
規
定
と
相
似
し
て
お
り
、

筒
丈
は
「
爵
首
上
遣
以
上
」
の
君
長
に
封
し
、

や
は
り
爵
位
に
よ
る
「
蹟
」
刑
適
用
を
認
め
て
い
た
。
庫
君
巴
氏
が
秦
律
で
は
「
臣
邦
君
長
」

14 

の
範
障
に
分
類
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
買
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
か
ら
「
臣
邦
君
長
」
と
は
秦
が
臣
属
さ
せ
た
集
圏
の
統
治
階
層
を
承
認
し
た

身
分
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
の
爵
が
「
君
長
」
と
し
て
の
地
位
と
は
無
関
係
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
瞳
刑
の
適
用
と
い
う
特
権
の
み
を
象
徴
す
る

(
お
)

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
し
う
る
。

た
だ
し
、
候
丈
凶
の
内
容
は
「
異
」
の
君
長
に
針
す
る
規
定
で
あ
り
、
庫
君
巳
氏
の
君
長
が
「
秦
女
」
を
要
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
雨
者
の

聞
に
は
一
定
の
遠
い
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
巴
氏
の
君
長
と
秦
女
の
婚
姻
闘
係
は
、
候
文
川
川
が
論
ず
る
「
臣
邦
父
」
と
「
秦

母
」
の
燦
件
に
該
首
し
て
お
り
、
雨
者
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
は
「
夏
子
」
と
認
定
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
夏
子
」
の
君
長
と
し
て
、

他
の
「
異
」
の
臣
邦
人
と
は
異
な
る
扱
い
を
受
け
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
前
述
の
如
く
現
存
の
秦
筒
中
に
そ
の
規
定
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
れ
で
も
秦
女
の
降
嫁
が
「
蟹
夷
君
長
」
に
封
す
る
恩
典
と
し
て
特
記
さ
れ
て
い
る
事
賓
は
、
秦
人
の
女
性
と
の
婚
姻
が
、
「
臣

(
却
)

邦
」
の
中
で
も
と
く
に
君
長
層
に
許
さ
れ
た
例
外
的
な
事
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
せ
し
め
る
。

こ
の
よ
う
に
秦
は
川
東
地
域
の
巴
王
を
滅
ぼ
す
と
と
も
に
、
隣
接
す
る
地
域
の
鹿
君
巴
氏
を
「
君
長
」
に
任
命
し
て
い
た
。
川
東
地
域
に
巴



(
判
)

郡
が
設
置
さ
れ
た
最
密
な
時
期
は
不
明
だ
が
、
前
三
二
六
年
以
降
、
秦
の
占
領
地
の
擦
大
に
伴
い
次
第
に
郡
・
豚
の
設
置
が
進
行
し
て
い
た
と

推
定
さ
れ
る
。

一
方
、
秦
に
臣
属
し
た
麗
君
巴
氏
の
方
は
「
君
長
」
と
し
て
存
績
し
、
漢
初
に
南
郡
を
通
じ
て
中
央
に
服
属
し
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
戟
固
秦
は
、
征
服
し
た
地
域
に
郡
牒
制
の
施
行
を
進
め
る
一
方
で
、
隣
接
地
域
に
居
住
す
る
蟹
夷
に
封
し
て
「
君
長
」
を
通
じ
た
聞

(
壮
)

接
的
な
統
治
を
構
築
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
張
家
山
漢
筒
「
奏
議
書
」
案
例
一
の
記
録
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
「
君
長
」
に
よ
る
蜜
夷
の
統
率

(
幻
)

と
特
例
的
な
税
制
が
、
漢
初
の
南
郡
の
治
下
で
も
存
績
し
て
い
た
事
賓
が
確
認
で
き
る
。

以
上
、
戦
固
秦
は
巴
の
地
域
を
経
略
す
る
に
首
り
、
占
領
地
に
牒
を
設
置
し
て
郡
牒
支
配
を
掻
大
し
て
ゆ
く
一
方
、
そ
れ
と
並
行
す
る
形
で

(
必
)

麗
君
巴
氏
を
「
臣
邦
君
長
」
に
任
じ
、
彼
ら
を
通
じ
た
質
夷
集
園
の
「
人
」
の
掌
握
を
進
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
占
領
地
へ
の
郡
牒
設
置
と

在
地
集
圏
の
臣
属
と
い
う
二
重
の
統
治
経
路
の
構
築
は
、
先
に
検
討
し
た
諸
戎
の
事
例
で
も
確
認
さ
れ
る
事
象
で
あ
り
、
秦
に
よ
る
異
民
族
支

配
の
一
つ
の
典
型
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

( 

) 

戦
園
秦
が
封
じ
た
「
封
君
・
侯
」

15 

戟
園
秦
の
属
下
に
あ
っ
た
君
主
に
は
、
戎
秋
蟹
夷
の
君
主
の
ほ
か
に
も
、
秦
が
封
建
し
た
「
封
君
・
侯
」
の
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
の
が
、
秦
に
よ
る
萄
地
征
服
の
過
程
で
行
わ
れ
た
萄
侯
封
建
の
事
例
で
あ
る
。
『
史
記
』
秦
本
紀
及
ぴ
六
園
年

(
川
町
)

表
に
撮
れ
ば
、
秦
に
よ
る
局
地
の
支
配
は
恵
丈
王
後
九
年
(
前
一
三
六
年
)
、
司
馬
錯
ら
の
局
地
占
領
に
始
ま
る
。
『
華
陽
園
志
』
は
、
こ
の
征

(

必

)

(

将

)

服
に
よ
り
「
開
明
氏
遂
に
亡
ぶ
」
と
記
述
す
る
。
そ
の
二
年
後
、
秦
は
「
公
子
通
」
な
る
人
物
を
封
じ
て
萄
侯
と
な
し
、
ま
た
陳
荘
な
る
人
物

を
「
相
」
に
任
じ
た
。
こ
れ
は
秦
が
、
征
服
し
た
買
の
地
に
新
た
な
「
侯
」
を
封
建
し
、
同
時
に
固
相
を
抵
遣
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

秦
が
封
じ
た
萄
侯
に
よ
る
統
治
は
必
ず
し
も
安
定
せ
ず
、
萄
相
陳
荘
に
よ
る
萄
侯
通
の
殺
害
を
は
じ
め
、
歴
代
の
萄
侯
は
た
び
た
び
殺
害
あ

(

刊

日

)

(

的

)

る
い
は
諒
殺
を
被
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
萄
侯
の
地
位
は
公
子
通
の
子
孫
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
ら
し
く
、
『
史
記
」
と
『
華
陽
園
志
」
は
都
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合
三
人
の
萄
侯
の
名
前
を
停
え
て
い
る
。
最
終
的
に
は
紀
元
前
二
八
五
年
、
最
後
の
萄
侯
結
が
秦
に
抹
殺
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
以
後
局
は
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「
但
に
局
守
を
置
く
の
み
」
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
局
は
、
征
服
か
ら
約
三

0
年
間
の
「
侯
」
を
通
じ
た
統
治
を
経
て
、
郡
制
へ
と
移
行
し
た

(
初
)

こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
秦
に
は
、
買
侯
の
ほ
か
に
も
丞
相
ク
ラ
ス
の
功
臣
や
王
族
・
外
戚
を
封
建
し
た
「
封
君
・
侯
」
、
す
な
わ
ち
商
君
衛
鞍
・
巌
君
樗
里

疾
・
穣
侯
貌
舟
・
麿
侯
古
畦
・
華
陽
君
平
戎
・
淫
陽
君
公
子
市
・
高
梁
君
公
子
但
・
丈
信
侯
呂
不
幸
・
長
信
侯
修
士
骨
と
い
っ
た
事
例
が
存
在
す

る
。
彼
ら
は
お
そ
ら
く
「
列
侯
」
の
爵
位
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
(
貫
際
に
封
口
巴
を
領
有
す
る
君
主
で
も
あ
っ
た
。
矢
浮
悦
子
氏
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
史
記
」
や
『
戦
国
策
』
は
彼
ら
の
封
邑
を
明
確
に
「
園
」
と
表
記
し
て
お
り
、
戦
園
期
の
原
資
料
で
は
首
然
「
邦
」

と
表
記
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
「
封
君
・
侯
」
は
、
「
列
侯
」
等
の
治
民
の
爵
位
を
保
有
し
、
秦
に
封
建
さ
れ
た

「
邦
」
の
君
主
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
日
)

封
君
・
侯
の
中
で
も
、
穣
侯
や
淫
陽
君
・
高
梁
君
は
、
文
献
に
お
い
て
閥
外
の
封
地
を
も
っ
「
諸
侯
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
。
穣
侯
の
封
邑

で
あ
る
陶
は
、
東
方
の
交
通
の
要
衝
を
獲
得
し
た
飛
ぴ
地
の
封
邑
で
あ
り
、
さ
ら
に
『
韓
非
子
」
定
法
に
「
武
王
死
し
、
昭
裏
王
即
位
す
る
や
、

16 

穣
侯
、
韓
・
貌
を
越
え
て
東
の
か
た
斉
を
攻
む
る
こ
と
五
年
に
し
て
、
秦
は
一
尺
の
地
も
盆
せ
ざ
る
に
、
乃
ち
其
の
陶
邑
の
封
と
成
す
」
と
あ

る
よ
う
に
、
そ
の
封
巴
は
明
ら
か
に
「
秦
」
の
領
域
と
は
匝
別
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
戟
園
秦
の
「
封
君
・
侯
」
と
は
、
「
列
侯
」
等
の
治
民
の
爵
位
を
有
す
る
諸
侯
で
あ
り
、
ま
た
「
秦
」
と
匝
別
さ
れ
る
「
邦
」

の
君
主
で
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
彼
ら
に
は
秦
の
統
制
が
か
な
り
強
く
及
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
局
侯
の
事
例
か
ら
は
、
秦
が
「
侯
」
の
封

し
ば
し
ば
秦
の
諒
殺
や
庭
罰
を
被
っ
て
お
り
、
彼
ら
が
秦
律
の
影

(

白

川

)

響
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
封
君
・
侯
の
地
位
の
世
襲
は
、
楊
寛
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
原
則
的
に
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、

建
と
同
時
に
固
相
を
祇
遣
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
封
君
・
侯
は
、

次
第
に
制
限
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
例
え
ば
買
は
三
人
の
萄
侯
が
地
位
を
世
襲
し
た
後
、
郡
制
へ
と
移
行
し
て
い
る
し
、
穣
侯
の
封
邑
で
あ

(
訂
)

る
陶
も
、
彼
の
死
後
秦
に
接
牧
さ
れ
「
陶
郡
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
象
は
、
封
君
・
侯
の
世
襲
が
基
本
的
に
秦
の
管
理
下
に
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
。



以
上
の
封
君
・
侯
の
も
つ
特
徴
は
、
彼
ら
が
「
秦
」
と
匝
別
さ
れ
た
一
個
の
「
邦
」
を
統
治
す
る
君
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
秦

(

印

川

)

律
の
「
臣
邦
君
公
」
が
、
こ
れ
ら
封
君
・
侯
を
指
す
概
念
で
あ
っ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
考
え
る
。
ま
た
封
君
・
侯
の
世
襲
が
秦
の
管

理
下
に
あ
っ
た
事
貰
は
、
有
爵
者
に
「
爵
後
」
の
申
請
を
義
務
づ
け
る
候
丈
例
の
規
定
と
も
符
合
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
封
君
・
侯
の

地
位
が
列
侯
等
の
秦
爵
に
依
撮
し
て
お
り
、
そ
の
世
襲
が
「
爵
後
」
の
範
轄
で
庭
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
「
臣
邦
君
公
」
は

「
臣
邦
君
長
」
と
は
異
な
り
、
高
位
の
呂
町
に
基
づ
く
君
主
身
分
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〆'ーー、、、

一
¥ーーノ

秦
に
服
従
し
た
東
方
の
諸
侯
園

周
知
の
よ
う
に
戦
国
秦
の
東
方
に
は
、
六
園
に
代
表
さ
れ
る
周
系
の
中
原
諸
侯
園
が
存
在
し
て
い
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
こ
れ
ら
諸
侯
園
は
、

秦
律
に
お
い
て
「
諸
侯
」
と
呼
ば
れ
、
「
七
邦
」
と
い
う
概
念
で
把
握
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
戟
園
中
期
以
降
、
秦
の
東
方
へ

の
勢
力
掻
大
に
よ
り
、
韓
や
貌
と
い
っ
た
諸
国
は
次
第
に
秦
に
服
属
し
て
ゆ
く
。
韓
を
例
に
と
れ
ば
、
紀
元
前
三
二
二
年
以
降
、
太
子
あ
る
い

(ω) 

は
園
王
に
よ
る
数
次
の
「
入
朝
」
が
確
認
さ
れ
、
秦
の
一
定
の
影
響
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
『
戟
園
策
』
諸
篇
に
は
、
戦
園
時

17 

代
後
期
の
韓
や
貌
が
秦
に
服
属
し
て
い
る
賦
況
を
「
東
藩
を
稽
し
、
帝
宮
を
築
き
、
冠
帯
を
受
け
、
春
秋
を
嗣
ぐ
」
と
表
現
し
た
事
例
が
確
認

(

引

)

(

位

)

で
き
る
。
大
櫛
敦
弘
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
か
か
る
「
藩
臣
」
諸
侯
が
、
秦
律
で
「
外
臣
邦
」
と
認
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

よ
り
一
層
支
配
・
従
属
的
な
性
格
へ
と
饗
化
す
る
。
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
は
秦
王
政

十
四
年
(
前
二
三
三
年
)
、
韓
王
が
「
臣
と
清
ら
ん
こ
と
を
請
」
い
、
完
全
に
臣
層
化
し
た
こ
と
を
惇
え
て
い
る
。
一
方
「
韓
非
子
』
存
韓
篇
は
、

戦
園
最
末
期
の
韓
を
「
内
臣
之
韓
」
と
表
現
し
て
お
り
、
「
貢
職
を
入
る
る
こ
と
郡
鯨
と
異
な
る
こ
と
無
き
」
賦
況
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
、
秦
と
韓
の
聞
の
関
係
は
、

す
な
わ
ち
戦
国
末
の
韓
は
、
秦
に
封
し
「
藩
臣
」
で
は
な
く
明
確
に
「
臣
」
を
稽
し
、
賦
税
を
納
入
す
る
段
階
に
至
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
「
戦

園
策
」
燕
策
三
に
は
、
統
一
直
前
の
時
期
に
燕
が
秦
王
に
迭
っ
た
書
信
と
し
て
「
願
わ
く
は
園
を
畢
げ
て
内
臣
と
矯
り
、
諸
侯
の
列
に
比
し
、

177 

貢
職
を
給
す
る
こ
と
郡
鯨
の
如
く
し
て
、
而
し
て
先
王
の
宗
廟
を
奉
守
す
る
を
得
ん
こ
と
を
」
と
い
う
表
現
が
見
え
て
い
る
。
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燕
策
三
に
い
う
「
内
臣
」
の
「
諸
侯
」
が
、
秦
以
外
の
中
原
諸
侯
園
を
指
す
呼
栴
で
な
か
っ
た
こ
と
は
丈
脈
上
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
る
と

(
臼
)

こ
の
場
合
の
「
諸
侯
」
と
は
、
秦
が
封
建
し
た
「
諸
侯
」
す
な
わ
ち
封
君
・
侯
を
意
味
す
る
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
内
臣
」
段
階
に

至
っ
た
諸
侯
固
は
、
秦
の
封
君
・
侯
と
同
列
に
扱
わ
れ
、
「
外
臣
邦
」
で
は
な
く
「
臣
邦
」
の
君
主
と
し
て
秦
の
統
制
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
た
だ
貰
際
に
は
、
臣
属
し
た
諸
侯
は
い
ず
れ
も
時
を
お
か
ず
に
滅
亡
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
中
原
諸
侯
は
、
秦
律
で
は
「
諸
侯
」
に
し
て
「
七
邦
」
と
認
知
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
秦
に
服
属
し
て
「
藩
臣
」
を
稽
し
た

韓
や
貌
と
い
っ
た
諸
侯
園
は
「
外
臣
邦
」
な
る
概
念
で
把
握
さ
れ
、
さ
ら
に
秦
に
釘
し
て
明
確
に
「
臣
」
(
内
臣
)
を
稀
し
、
貢
職
を
納
入
す

る
に
至
っ
た
諸
侯
園
は
、
秦
が
封
建
し
た
封
君
・
侯
と
同
様
に
、
「
臣
邦
君
公
」
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
園
秦
は
、
白
固
と
同

じ
周
系
の
「
諸
侯
」
固
に
針
し
で
も
、
そ
の
「
臣
邦
」
化
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

漢
代
の
事
例
で
は
、
「
外
臣
」
か
ら
「
内
臣
」
へ
の
移
行
に
首
り
、
入
朝
の
義
務
化
、
遺
闘
の
除
去
、
丞
相
等
の
官
の
汲
遣
・
承
認
、
漢
律

(

山

叫

)

の
適
用
と
い
っ
た
釘
躍
の
饗
化
が
確
認
で
き
る
。
漢
の
内
臣
・
外
臣
制
が
、
戦
園
秦
の
「
臣
邦
」
と
「
外
臣
邦
」
を
ど
の
程
度
継
承
し
て
い
た

の
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
先
述
し
た
「
萄
侯
」
の
事
例
で
園
相
の
抵
遣
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
封
君
・

18 

侯
の
封
口
巴
が
「
園
(
邦
)
」
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、

一
定
の
賦
税
を
納
入
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
の
世
襲
が
秦
の
管
理
下
に
あ
っ
た
こ

(
臼
)

と
な
ど
は
、
漢
代
の
「
内
臣
」
諸
侯
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
「
臣
邦
」
と
「
外
臣
邦
」
と
の
聞
に
、
漢
代
の
内
臣
・

(

山

山

)

外
臣
の
匿
別
に
相
官
す
る
よ
う
な
等
差
が
存
在
し
た
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
考
え
る
。

四

「
夏
」
と
「
夏
子
」

の
意
味
す
る
も
の

右
の
よ
う
に
戟
固
秦
は
、
複
数
の
牒
を
含
む
封
固
を
領
有
す
る
封
君
・
侯
、
あ
る
い
は
秦
の
牒
に
隣
接
す
る
戎
秋
聾
夷
の
君
長
な
ど
、
判

C
宇品

ざ
ま
な
規
模
の
臣
属
す
る
君
主
を
通
じ
て
、
間
接
的
な
統
治
経
路
を
構
築
し
て
い
た
。
秦
律
に
い
う
臣
邦
君
公
や
臣
邦
君
長
と
は
、
こ
の
よ
う

な
郡
・
隠
と
並
行
す
る
形
で
秦
に
臣
属
し
た
君
主
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
封
君
・
侯
の
封
邑
が
郡
へ
と
切
り
替
え
ら
れ
て
い
る
事
賓



は
、
そ
の
統
治
が
郡
制
へ
と
移
行
す
る
過
渡
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

一
方
、
義
渠
や
巳
氏
が
秦
豚
と
隣
接
す
る
地
域
で
臣
属

し
て
い
た
事
責
は
、
彼
ら
を
通
じ
た
属
民
の
掌
握
が
、
秦
の
直
轄
の
牒
と
並
行
す
る
別
の
統
治
経
路
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
秦
簡
の
「
臣
邦
」
と
は
、
定
ま
っ
た
規
模
の
組
織
や
領
域
を
指
し
た
概
念
で
は
な
く
、
自
国
に
臣
属
す
る
君
主
を
通
じ
た
「
封
建
」
的
な

統
治
チ
ャ
、
不
ル
を
音
山
味
す
る
法
制
上
の
表
現
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
か
か
る
「
臣
邦
」
に
封
し
、
諸
侯
園
や
蟹
夷
の
人
々
が
秦
の
直
轄
郡
牒
に
編
入
さ
れ
た
場
合
は
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
秦
の
郡
牒
民
と
な
っ
た
人
々
は
、
お
そ
ら
く
「
秦
」
と
認
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
戦
園
策
』
超
策
一
に
、
秦
に

(
訂
)

攻
め
ら
れ
た
韓
上
薫
郡
の
諸
牒
の
人
々
が
「
矯
秦
(
秦
と
矯
る
)
」
を
望
ま
ず
、
超
に
降
伏
し
た
事
件
が
記
さ
れ
て
お
り
、
他
国
の
眠
怖
が
秦
に
征

(
m
m
)
 

服
さ
れ
、
秦
の
牒
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
住
民
は
た
だ
ち
に
「
秦
」
と
認
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
推
測
す
れ
ば
、

征
服
さ
れ
て
壮
合
組
織
を
解
瞳
さ
れ
、
秦
の
豚
に
編
入
さ
れ
た
戎
秋
蟹
夷
も
、

や
は
り
「
秦
」
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
秦
は
こ
の
よ
う

19 

に
「
秦
と
話
す
」
こ
と
の
困
難
な
人
々
に
針
し
、
玩
存
の
統
治
階
層
を
君
長
に
承
認
し
た
り
、
封
君
・
侯
を
君
主
と
し
て
封
建
し
た
り
す
る
こ

と
で
、
「
臣
邦
」
の
統
治
経
路
を
構
築
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

如
上
の
考
察
を
経
て
、
ふ
た
た
び
候
文
同
と
川
に
立
ち
戻
り
、
秦
律
の
「
夏
」
と
「
夏
子
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
候
丈

例
の
「
夏
」
と
は
、
秦
と
臣
邦
の
「
主
長
」
す
な
わ
ち
君
長
や
君
公
と
の
聞
に
結
ば
れ
た
政
治
的
な
統
属
関
係
に
基
づ
く
概
念
で
あ
っ
た
。

「
臣
邦
人
」
が
そ
の
君
主
の
下
か
ら
離
脱
す
る
行
局
は
、
秦
か
ら
の
圏
外
逃
亡
(
邦
亡
)
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
「
夏
の
枠
組
み
か
ら
の
離
脱
」

と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
君
長
属
下
の
蟹
夷
や
封
君
・
侯
の
臣
下
が
、
隣
接
す
る
秦
将
を
通
過
し
て
逃
亡
し
た
場
合
に
は
、
か
か
る
行
矯

は
「
去
夏
」
と
認
定
さ
れ
、
秦
の
官
吏
に
よ
っ
て
君
主
の
も
と
へ
と
送
還
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
律
丈
の
「
許
す
勿
れ
」
と
い
う
表
現
は
、

臣
邦
の
君
長
・
君
公
の
み
な
ら
ず
、
秦
の
官
吏
に
向
け
て
護
せ
ら
れ
た
規
定
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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し
た
が
っ
て
候
丈
川
の
「
夏
」
と
は
、
明
ら
か
に
「
秦
」
を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
臣
属
す
る
君
主
を
通
じ
て
非
「
秦
」
の
人
々
を
婦
層
さ
せ

る
統
合
の
枠
組
み
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
「
戎
」
の
臣
邦
で
あ
っ
て
も
、
秦
と
臣
邦
の
君
長
・
君
公
の
関
係
は
、
や
は
り
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「
夏
」
な
る
概
念
で
説
明
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
秦
律
の
「
夏
」
は
「
戎
」
と
二
項
釘
立
の
闘
係
に
あ
る
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
戎
」
を
含
め
た
諸
邦
の
統
合
を
説
明
づ
け
る
統
治
論
的
な
概
念
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

次
に
、
候
丈
川
が
論
ず
る
「
夏
子
」
の
具
樫
的
な
内
容
を
考
え
て
み
よ
う
。
「
法
律
答
問
」
候
文
川
を
ふ
た
た
び
引
用
す
る
と
、
問
題
と
な

る
部
分
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
た
。

何
を
か
「
員
」
と
謂
う
や
。
臣
邦
の
父
・
母
の
産
子
、
及
び
七
邦
に
産
ま
れ
た
る
も
の
、
而
ち
是
を
「
員
」
と
謂
う
。
-
何
を
か
「
夏

子
」
と
謂
う
や

0

・
臣
邦
の
父
・
秦
の
母
の
謁
い
な
り
。

先
に
検
討
し
た
庫
君
巴
氏
の
事
例
で
は
、
賢
夷
君
長
の
巴
氏
に
封
し
、
「
世
よ
」
秦
女
を
要
る
権
利
が
付
輿
さ
れ
て
い
た
。
秦
律
の
「
夏

子
」
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
巴
氏
の
君
長
と
秦
女
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
供
の
よ
う
な
人
物
を
含
む
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
異
論
の
無
い
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
で
は
「
夏
子
」
は
、
「
秦
」
や
「
臣
邦
」
・
「
官
邦
」
、
そ
し
て
「
異
」
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
、
秦

ま
ず
、
「
臣
邦
」
の
父
親
と
「
秦
」
の
母
親
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
供
が
「
夏
子
」
で
あ
り
、
「
臣
邦
」
の
父
母
が
生
ん
だ
子
供
と
「
官
邦
」
に

20 

と
臣
邦
・

2
邦
聞
の
婚
姻
を
想
定
し
、
生
ま
れ
て
く
る
子
供
の
属
性
を
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

生
ま
れ
た
人
物
は
「
員
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
答
問
」
が
明
記
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
「
夏
子
/
員
」
な
る
匝
別
が
問
題
と
な
る
の

は
「
臣
邦
父
」
を
も
っ
人
物
で
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
そ
の
人
物
は
、
同
時
に
「
臣
邦
」
な
る
属
性
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、

(
的
)

「
官
邦
父
」
と
「
秦
女
」
の
婚
姻
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
一
般
的
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
「
秦
」
の
父
母

が
生
ん
だ
子
供
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
答
問
」
に
明
丈
が
無
い
も
の
の
、
問
題
な
く
「
秦
」

で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て

「
秦
」
の
女
性
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
が
「
夏
子
(
夏
の
子
供
)
」
と
呼
栴
さ
れ
て
い
る
貼
に
留
意
す
れ
ば
、
「
秦
」
の
人
は
同
時
に
「
夏
」
と
い

う
範
轄
に
も
属
し
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
「
秦
」
の
父
親
と
「
臣
邦
」
・
「
七
邦
」
の
母
親
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
供
で
あ
る
。
そ
の
人
物
は
母
親
の
血
統
に
基
づ
い
て
「
置
(
」
と

認
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
可
能
性
は
皆
無
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
法
律
答
問
」
は
「
員
」
の
候
件
を
「
臣
邦
の
父
母
の
産
子
」
と



「
{
じ
邦
に
産
れ
た
る
」
者
と
明
記
し
て
お
り
、
臣
邦
や
官
邦
の
母
の
子
供
が
「
員
」
で
あ
る
と
は
述
べ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
秦
」
の
父

親
を
も
っ
子
は
、

や
は
り
「
秦
(
夏
)
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
秦
」
と
「
夏
子
」
は
完
全
に
同
一
の
概
念
で
は
な
い
。
「
秦
」
と
は
父
親
の
血
統
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
属
性
で
あ
り
、
そ

の
人
物
は
同
時
に
「
夏
」
に
属
し
て
い
た
。

一
方
「
夏
子
」
と
は
臣
邦
の
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
「
秦
」
の
母
親
の
出
自
に
よ
っ
て
、

ほ
か
の

臣
邦
人
か
ら
匝
別
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
秦
律
は
、
ま
ず
父
親
の
血
統
を
以
て
「
秦
」
と
「
臣
邦
」
・
「
{
じ
邦
」
を
分
類
し
た
上
、
と
く
に
臣
邦

人
に
封
し
て
、
母
親
の
血
統
に
基
づ
く
「
夏
子
」
と
「
己
県
」
と
い
う
匝
別
を
加
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
秦
人
の
母
親
を
通
じ
て
「
夏

の
子
供
」
と
い
う
範
轄
に
属
し
、
そ
れ
に
封
し
て
後
者
は
直
接
秦
の
血
統
を
縫
承
し
て
い
な
い
た
め
に
、
「
七
邦
」
の
人
間
と
と
も
に
「
員
」

の
人
物
と
認
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
「
夏
子
」
と
は
、
非
「
秦
」
の
「
臣
邦
人
」
で
あ
り
な
が
ら
母
親
を
通
じ
て
「
秦
」
の
血
統
を
有
す
る
人
間
、

しミ

わ

21 

ば
「
準
秦
人
」
の
意
味
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
封
し
「
己
県
」
と
は
、
「
臣
邦
」
の
雨
親
を
も
っ
子
供
と
「
宜
邦
」
に
生

(
初
)

ま
れ
た
人
物
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
な
非
秦
人
」
を
意
味
し
て
い
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
こ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
秦
律
の
支
配
封
象
の

分
類
に
お
け
る
父
系
原
則
の
存
在
で
あ
る
。
候
丈
川
が
「
秦
」
の
父
親
を
も
っ
ケ
l
ス
に
つ
い
て
全
く
言
及
し
な
い
理
由
は
、
こ
の
原
則
が
秦

で
は
自
明
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
「
夏
子
」
と
は
、
「
臣
邦
」
の
人
聞
を
「
秦
」
化
さ
せ
る
た
め
の
概
念
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
臣
邦
君
長
と
秦
女
の
聞
に
生
ま
れ

る
子
供
は
あ
く
ま
で
も
「
夏
子
」
で
あ
り
、
「
秦
」
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
謹
み
取
れ
る
の
は
「
臣
邦
」

の
人
聞
を
「
秦
」
化
さ
せ
る
契
機

で
は
な
く
、
む
し
ろ
非
「
秦
」
の
「
臣
邦
人
」
を
「
夏
」
の
血
統
に
蹄
属
さ
せ
、
繋
ぎ
止
め
よ
う
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
麗
君
巴
氏
の
君
長
は

「
世
よ
」
秦
女
と
婚
姻
を
結
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
母
方
の
出
自
に
基
づ
く
「
夏
子
」
が
本
質
的
に
一
代
限
り
の
属
性
で
あ
り
、
秦
が
歴
代
君
長

(
円
)

に
繰
り
返
し
「
夏
子
」
を
生
ま
せ
る
こ
と
で
、
彼
ら
と
の
血
統
的
な
結
び
つ
き
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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4.士
F口

五
日

三
口

以
上
の
よ
う
に
、
秦
は
「
秦
」
の
民
に
編
入
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
々
を
「
君
長
」
や
「
君
公
」
の
下
に
服
属
さ
せ
、
直
轄
の
郡
牒
と
異
な

る
「
臣
邦
」
と
い
う
統
治
経
路
を
構
築
し
て
い
た
。
こ
の
統
治
経
路
に
よ
る
政
治
的
な
統
合
を
説
明
づ
け
る
概
念
が
「
夏
」
で
あ
り
、
「
臣

邦
」
の
人
聞
は
「
秦
」
と
は
匿
別
さ
れ
つ
つ
も
、
「
夏
」
の
秩
序
に
列
な
る
存
在
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
秦
は
、
「
臣
邦
」
の
統
治

階
層
に
「
秦
」
人
の
女
性
を
降
嫁
し
、
秦
の
血
統
を
引
く
「
臣
邦
」
人
を
生
ま
せ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
秦
女
か
ら
生
ま
れ
た
人
聞
が
「
夏

子
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
「
準
秦
人
」
の
意
味
で
あ
り
、
彼
ら
が
血
統
的
に
「
秦
(
夏
)
」
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
強
調

す
る
用
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
秦
律
の
「
夏
」
と
は
、
「
秦
」
を
中
核
と
す
る
二
つ
の
結
び
つ
き
を
あ
ら
わ
し
た
概
念
で
あ
っ
た
。

一
つ
は
秦
へ
の
政
治
的
な
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臣
属
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
秦
人
の
父
か
ら
子
へ
と
受
け
継
が
れ
る
血
統
で
あ
る
。
前
者
は
臣
邦
君
主
を
通
じ
て
、
そ
の
属
下
の
人
々
を
も
間

接
的
に
踊
属
さ
せ
る
政
治
的
な
枠
組
み
を
形
成
し
て
い
た
し
、
ま
た
後
者
は
降
嫁
し
た
秦
人
の
女
性
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
女
性
か
ら

生
ま
れ
た
臣
邦
人
(
夏
の
子
供
)
を
も
蹄
属
さ
せ
る
血
統
的
な
枠
組
み
を
構
築
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
明
確
な
境
界
を
も
っ
地
域
や
、
特
定
の

文
化
・
習
俗
を
基
軸
と
す
る
概
念
で
は
な
く
、
秦
が
支
配
封
象
と
す
る
人
々
を
分
類
し
た
、
す
ぐ
れ
て
統
治
論
的
な
性
格
を
も
っ
概
念
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
秦
は
、
支
配
下
に
あ
る
諸
邦
に
封
し
て
、
明
確
に
自
己
を
「
夏
」
の
中
心
と
位
置
づ
け
、
か
つ
諸
邦
と
の
統
合
を
「
夏
」
な
る

概
念
で
説
明
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
か
ら
秦
が
自
国
と
臣
邦
以
外
の
存
在
を
す
べ
て
〈
夷
秋
〉
覗
し
て
い
た
と
解
緯
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
れ
は
「
夏
」
が
「
戎
」
の
臣
邦
君
長
を
含
む
枠
組
み
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
秦
律
は
中
原
諸
侯
と
戎
秋
蟹
夷

の
差
異
を
前
提
に
し
つ
つ
、
爾
者
の
上
に
白
園
を
中
心
と
す
る
「
夏
」
を
設
定
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
戟
園
秦
が
「
秦
」
以
外
の

様
々
な
人
々
を
統
合
す
る
た
め
に
構
築
し
た
、
特
異
な
〈
中
華
〉
論
で
あ
っ
た
。



か
か
る
秦
律
の
「
夏
」
は
、
先
秦
時
代
の
多
様
な
〈
中
華
〉
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
。
周
知
の
如
く
秦
は
、
中
原
諸
侯

を
中
核
と
す
る
「
諸
夏
」
に
お
い
て
外
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
は
周
の
奮
土
を
領
有
し
、
「
鱗
虫
夏
」
讐
方
に
君
臨

(
た
)

す
る
自
己
意
識
を
有
し
て
い
た
。
本
稿
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
こ
の
よ
う
な
秦
律
以
前
の
「
夏
」
と
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
。
ま
た
秦
律
の
「
夏
」
概
念
は
、
漢
代
以
降
の
〈
中
華
〉
観
念
に
、
ど
の
よ
う
に
連
績
し
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
始
皇
帝
に
よ
る

(
刀
)

「
天
下
」
統
一
か
ら
、
漢
の
内
臣
/
外
臣
制
に
至
る
園
制
上
の
嬰
遷
の
中
で
、
〈
中
華
〉
論
の
展
開
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
諸
貼
を
今
後
の
課
題
と
し
、
以
上
で
本
稿
の
考
察
を
終
え
た
い
と
考
え
る
。
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+
主(

1
)

〈
中
華
〉
関
連
語
句
に
つ
い
て
は
那
波
利
貞
「
中
華
思
想
」
(
『
岩

波
講
座
東
洋
思
潮
』
第
八
冊
、
一
九
三
四
所
収
)
、
顧
類
剛
・
王
樹

氏
つ
夏
μ

和
ρ

中
因
。
|
|
組
園
古
代
的
稽
競
」
(
史
念
海
主
編

『
中
岡
歴
史
地
理
論
叢
』
第
一
輯
、
陳
西
人
民
出
版
壮
、
ム
九
八
一

所
牧
)
、
王
樹
氏
「
中
華
名
競
湖
源
」
(
史
念
海
主
編
『
中
園
歴
史
地

理
論
叢
』
第
二
輯
、
阪
西
人
民
山
版
祉
、
一
九
八
五
所
収
)
、
陳
連

開
「
中
園
・
華
夷
・
蕃
漠
・
中
H

羊
・
中
華
民
族
|
|
一
箇
内
在
聯
系

設
展
被
認
識
的
過
程
」
(
費
考
通
等
著
『
中
華
民
族
多
元
一
髄
格
局
』
、

中
央
民
族
同
月
了
院
出
版
利
、
一
九
八
九
所
取
)
を
参
照
。
〈
中
華
〉
観

念
の
も
つ
重
層
性
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
停
統
的
〈
中
華
〉
の
多
様
性

と
「
中
華
民
族
多
元
一
健
」
論
|
|
中
園
古
代
史
研
究
の
覗
貼
か

ら
」
(
瀬
川
昌
久
編
『
「
中
国
研
究
」
の
可
能
性
と
課
題
』
、
東
北
大

挙
束
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二

O
O
五
所
収
)
を
参
照
。
ま
た

先
秦
期
の
「
夏
」
の
展
開
を
論
じ
た
最
近
の
研
究
に
古
本
道
雅
「
夏

段
史
と
諸
夏
」
(
『
中
園
古
代
史
論
叢
』
第
三
輯
、
二

O
O
六
)
が
あ

る。

(
2
)

秦
律
の
「
夏
」
を
扱
っ
た
研
究
に
古
賀
後
一
「
中
園
古
代
の
時
代
匝

分
問
題
と
睡
虎
地
出
土
の
秦
筒
」
(
『
漠
長
安
城
と
肝
悶
・
豚
郷
亭
里

制
度
』
、
雄
山
間
、
一
九
八
O
所
牧
)
、
子
豪
亮
「
秦
王
朝
関
子
少
数

民
族
的
法
律
及
其
歴
史
作
用
」
(
『
雲
夢
秦
筒
研
究
』
、
中
華
書
局
、

一
九
八
一
所
牧
)
、
工
藤
元
男
「
瞬
虎
地
秦
墓
竹
筒
の
属
邦
律
を
め

ぐ
っ
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
」
第
四
三
巻
第
一
競
、
一
九
八
四
)
・
同

「
秦
の
領
土
掻
大
と
園
際
秩
序
の
形
成
」
(
『
睡
虎
地
秦
筒
よ
り
み
た

秦
代
の
園
家
と
枇
合
同
』
、
創
文
祉
、
一
九
九
八
所
牧
)
・
同
「
「
秦
の

領
土
掻
大
と
園
際
秩
序
の
形
成
」
再
論
|
|
い
わ
ゆ
る
か
秦
化
μ

を

め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
早
稲
田
大
皐
長
江
流
域
文
化
研
究
所
年
報
』
第

二
競
、
二

O
O
二
乙
・
同
「
秦
の
巴
濁
支
配
と
法
制
・
郡
牒
制
」

(
『
ア
ジ
ア
地
域
文
化
撃
の
構
築
』
、
雄
山
閣
、
二

O
O
六
所
収
)
、

飯
島
和
俊
「
戟
岡
秦
の
非
秦
人
針
策
|
|
秦
簡
を
手
掛
り
と
し
て
見

た
、
戦
園
秦
の
枇
合
同
構
造
|
|
」
(
『
中
村
治
兵
衛
先
生
古
稀
記
念
束
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洋
史
論
叢
』
、
刀
水
書
房
、
一
九
八
六
所
収
)
、
越
智
重
明
「
華
夷
思

想
」
(
『
戟
園
秦
漢
史
研
究
二
』
、
中
図
書
出
、
一
九
九
三
所
牧
、
初

同
一
九
八
八
)
、
張
政
普
「
『
十
又
二
公
」
及
相
関
問
題
」
(
『
張
政
普

文
史
論
集
』
、
中
華
書
局
、
二

O
O
四
所
収
、
初
出
一
九
九
O
)
、
鶴

間
和
幸
「
古
代
中
川
幸
帝
園
の
統
一
法
と
地
域
|
|
秦
帝
園
の
統
一
と

そ
の
虚
構
性
|
|
」
(
『
史
潮
』
新
三

O
、
ム
九
九
二
)
、
堀
敬
一

「
中
岡
の
異
民
族
支
配
の
原
型
|
|
秦
漢
」
(
『
中
固
と
古
代
東
ア
ジ

ア
世
界
|
|
中
H

羊
的
世
界
と
諸
民
族
|
|
』
、
岩
波
書
席
、
一
九
九

三
、
第
一
二
ム
草
)
、
高
津
純
也
「
「
夏
」
字
の
「
中
華
」
的
用
法
に
つ
い

て
|
|
「
華
夷
思
想
」
の
原
初
的
形
態
に
関
す
る
序
論
|
|
」
(
『
論

集
中
岡
占
代
の
文
字
と
文
化
』
、
汲
士
門
書
院
、
一
九
九
九
所
牧
)
、
張

金
光
『
秦
制
研
究
』
(
上
海
士
円
籍
出
版
枇
、
二

O
O
四
)
四
九
l
五

一
頁
、
守
勢
隆
郎
『
都
市
園
家
か
ら
中
華
へ
』
(
講
談
祉
、
二

O
O

五
)
一
一
一
一
一
!
一
二
六
頁
な
ど
が
あ
る
。

(
3
)

以
十
の
引
用
は
『
陸
虎
地
泰
幕
竹
筒
」
(
文
物
出
版
壮
、
一
九
九

O
)
の
筒
呑
競
に
準
援
す
る
。

(
4
)
工
藤
氏
前
掲
一
九
八
四
/
一
九
九
八
を
参
照
。

(
5
)

『
史
記
』
秦
本
紀
お
よ
び
始
皇
本
紀
で
、
他
園
出
身
の
女
性
を
安

っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
は
憲
公
(
魯
)
、
穆
公
(
耳
目
)
、
恵

文
王
(
貌
・
楚
)
、
武
王
(
貌
)
、
荘
裏
一
王
(
越
)
で
あ
る
。
ま
た
六

園
楚
表
懐
王
二
四
(
秦
昭
嚢
王
二
)
年
僚
に
も
「
秦
来
迎
婦
」
と
見

え
る
。
秦
の
園
君
や
公
子
が
他
閥
出
身
の
女
性
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ

こ
と
は
往
々
に
し
て
あ
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
6
)

工
藤
氏
前
掲
一
九
八
四
/
一
九
九
八
/
二

O
O
三
も
嘗
然
こ
の
黙

を
疑
問
と
し
、
秦
王
に
つ
い
て
は
別
の
規
定
が
存
在
し
た
可
能
性
を

指
摘
す
る
。
た
だ
別
の
規
定
の
日
目
標
的
な
内
容
や
、
本
候
と
の
論
理

的
整
合
性
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

(
7
)

堀
氏
前
掲
一
九
九
三
、
六
一

l
六
五
頁
。
な
お
「
夏
子
」
に
つ
い

て
は
、
氏
は
工
藤
氏
と
同
様
に
秦
人
の
父
母
の
子
が
含
ま
れ
て
い
た

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)

飯
島
氏
前
掲
一
九
八
六
。

(
9
)

張
政
普
氏
前
掲
ム
九
九
O
o

(
日
)
鶴
間
氏
前
掲
一
九
九
二
。
な
お
越
智
氏
前
掲
一
九
八
八
、
平
勢
氏

前
掲
二

0
0
五
も
「
夏
子
」
を
他
園
に
降
嫁
し
た
秦
女
か
ら
生
ま
れ

た
子
と
解
掴
押
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
「
主
長
」

0

『
尚
君
主
H

』
更
法
に
「
代
立
不
忘
枇
稜
、
君
之
道
也
。

錯
法
務
民
主
長
、
臣
之
行
也
」
と
あ
り
、
同
じ
文
章
は
『
新
序
』
苦

謀
上
で
「
錯
法
務
明
主
長
」
に
作
っ
て
お
り
、
『
新
序
』
に
従
っ
て

「
明
主
長
」
に
作
る
の
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
(
蒋
櫨
鴻
『
商
君
主
目

錐
指
』
、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
)
。
「
主
長
」
は
「
臣
」
が
仕
え
る

封
象
で
あ
り
、
「
き
み
」
を
意
味
す
る
線
稽
と
考
え
ら
れ
る
。

(
ロ
)
工
藤
氏
前
掲
一
九
九
八
は
「
秦
属
」
を
「
秦
の
貰
籍
を
も
っ
こ

と
」
と
解
縛
さ
れ
て
い
る
が
、
「
貫
籍
」
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
る

た
め
、
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
日
)
後
掲
「
法
律
答
問
」
第
一
一
四
簡
に
も
「
臣
邦
員
戎
君
長
」
と
見

え
る
。
「
秦
/
臣
邦
/
乞
邦
」
と
「
夏
子
/
旨
(
」
が
、
別
の
論
理
に

基
づ
く
二
種
類
の
分
類
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

(
日
)
畢
一
百
夢
降
虎
地
秦
筒
「
秦
律
十
人
種
」
属
邦
律
に
次
の
よ
う
に
見
え

る。
這
官
相
輪
隷
臣
妾
・
収
入
、
必
署
其
己
真
年
日
月
、
受
衣
未
受
、
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有
妻
母
(
無
)
有
。
受
者
以
律
績
食
衣
之
。
属
邦
制

(
「
秦
律
十
人
種
」
第
二

O
一
簡
)

(
日
)
「
属
邦
」
銘
文
を
も
っ
秦
の
青
銅
器
に
つ
い
て
は
、
哀
仲
一
「
秦

中
央
督
造
的
兵
器
刻
辞
綜
迷
」
(
『
考
古
典
文
物
』
一
九
八
四
年
第
五

期
)
、
王
輝
『
秦
銅
器
銘
文
編
年
集
調
停
』
(
三
秦
出
版
祉
、
一
九
九

O
)
、
江
村
治
樹
「
戟
園
時
代
出
土
文
字
資
料
の
図
別
特
質
」
(
『
春

秋
戟
園
秦
漢
時
代
出
土
文
字
資
料
の
研
究
』
、
汲
古
書
院
、
二

0
0

0
所
収
。
初
出
一
九
八
五
)
、
矢
津
悦
子
「
戦
園
秦
の
異
民
族
支
配

と
「
属
邦
」
」
(
『
明
大
ア
ジ
ア
史
論
集
』

I
、
一
九
九
七

a
)
を
参

刃
同
日

0

(
時
)
た
だ
し
工
藤
氏
は
一
方
で
「
臣
邦
」
を
「
秦
に
服
属
す
る
園

(
邦
と
と
も
遮
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
前
掲
一
九
八
四
で
は
、
秦

が
異
民
族
の
同
住
地
に
開
設
し
た
「
郡
」
の
内
部
に
「
臣
邦
(
属

邦
)
」
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
構
成
単
位
が
「
遁
」
で
あ
っ
た
と
解
緯

し
、
前
掲
一
九
九
八
で
は
異
民
族
の
居
住
地
に
開
設
さ
れ
た
「
郡
」

の
法
制
上
の
表
現
が
「
臣
邦
(
属
邦
)
」
で
あ
っ
た
と
し
、
さ
ら
に

前
掲
二

O
O
六
で
は
郡
設
置
以
前
の
異
民
族
の
居
住
地
に
お
い
て
際

遁
を
統
括
し
て
い
た
行
政
機
構
と
さ
れ
て
い
る
。

(
口
)
矢
淳
氏
前
掲
一
九
九
七
日
。

(
日
)
『
漢
書
』
再
官
公
卿
表
「
典
属
園
、
秦
官
、
掌
蜜
夷
降
者
。
武
帝

元
狩
三
年
見
邪
王
降
、
復
増
田
崎
岡
、
置
都
尉
・
丞
・
候
・
千
人
。
属

官
、
九
誇
令
。
成
帝
河
平
元
年
、
省
井
大
鴻
櫨
o
」

(
m
M
)

矢
津
悦
子
「
秦
の
統
一
過
程
に
お
け
る
「
臣
邦
」
|
|
郡
幣
制
を

補
完
す
る
も
の
と
し
て
|
|
」
(
『
駿
蓋
史
皐
』
第
一

O
一
競
、
一
九

九
七
b
)
。

(
初
)
大
櫛
敦
弘
「
秦
邦
|
|
雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
よ
り
見
た
「
統
一
前

夜
」
|
|
」
(
前
掲
『
論
集
中
園
古
代
の
文
字
と
文
化
』
所
牧
)

0

(
幻
)
工
藤
氏
前
掲
二

O
O
三
は
矢
淳
氏
の
批
判
を
受
け
、
青
銅
器
銘
文

の
属
邦
が
中
央
官
府
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
な
お
別
に
地
方

行
政
機
構
と
し
て
の
属
邦
が
存
在
し
た
と
す
る
自
説
を
堅
持
し
て
お

ら
れ
る
。
そ
の
根
擦
は
「
属
邦
律
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
道
官
が

隷
臣
妾
ら
を
汲
遣
す
る
際
の
規
定
は
見
え
る
も
の
の
、
地
方
行
政
機

構
と
し
て
の
属
邦
の
存
在
を
誼
明
す
る
記
事
は
見
え
な
い
。
「
属

邦
」
は
や
は
り
中
央
官
府
で
あ
り
、
服
属
し
た
戎
秋
蟹
夷
の
君
長
の

管
理
等
を
職
掌
と
し
、
ま
た
武
器
の
製
造
・
保
管
に
関
わ
る
権
限
を

有
し
て
お
り
、
戎
秋
鐙
夷
を
動
員
す
る
際
に
道
官
を
通
じ
て
武
器
を

支
給
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
黙
は
山
田
勝
芳
「
秦
漠

代
子
工
業
の
展
開
|
|
秦
漢
代
工
官
の
愛
遷
か
ら
考
え
る
|
|
」

(
『
東
洋
史
研
究
』
第
五
六
巻
第
四
競
、
一
九
九
八
)
を
参
照
。

(
勾
)
「
後
子
」
・
「
儀
後
」
に
つ
い
て
は
手
在
碩
「
秦
漠
律
所
反
映
的
后

子
制
和
継
承
法
」
(
『
秦
漠
史
論
叢
(
第
九
輯
)
」
、
三
秦
出
版
祉
、
二

0
0
四
所
牧
)
、
宮
宅
潔
「
漠
初
の
二
十
等
爵
|
|
民
筒
に
附
帯
す

る
特
権
と
そ
の
継
承
|
|
」
(
冨
谷
至
編
『
江
陵
張
家
山
二
四
七
披

墓
山
川
土
漠
律
令
の
研
究
論
考
篇
』
、
朋
友
書
庖
、
二

O
O
六
所

牧
)
を
参
照
。

(
お
)
矢
淳
氏
前
掲
一
九
九
七
b
参
照
。
こ
の
貼
は
本
稿
で
も
後
に
検
討

す
る
。

(
弘
)
秦
律
の
「
蹟
」
刑
に
つ
い
て
は
角
谷
常
子
「
秦
漢
時
代
の
蹟
刑
」

(
梅
原
郁
編
「
前
近
代
中
園
の
刑
罰
』
、
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究

所
、
一
九
九
六
所
状
)
を
参
照
。
角
谷
氏
は
雨
僚
を
蟹
夷
の
君
長
に
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身
分
的
特
権
と
し
て
噴
刑
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。

(
お
)
『
史
記
』
敷
布
列
停
索
隠
「
徽
謂
蓬
境
亭
郭
、
以
微
繰
遺
陸
、
常

守
之
也
」
、
『
漢
書
』
都
通
惇
顔
師
古
注
「
微
猶
塞
也
。
束
北
謂
之
塞
、

西
南
謂
之
徴
。
塞
者
、
以
障
塞
潟
名
。
徴
者
、
取
徴
遮
之
義
也
」
と

あ
る
よ
う
に
、
徽
は
園
境
に
設
け
ら
れ
た
障
壁
で
あ
る
。

(
お
)
「
邦
関
」
は
「
法
律
答
問
」
第
一
四
O
簡
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

「
盗
出
来
(
珠
)
玉
邦
閥
及
買
(
責
)
於
客
者
、
上
朱
(
珠
)
玉

内
史
、
内
史
材
鼠
(
議
)
購
o
」
・
一
叶
(
何
)
以
購
之
。
其
耐
罪

以
上
、
購
如
捕
乞
罪
人
。
賞
罪
、
不
購
o
M

山
田
勝
芳
『
秦
渓
財
政
牧
入
の
研
究
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
)

四
四
七
1

四
四
八
頁
は
「
行
書
律
」
の
「
閥
」
と
の
比
較
か
ら
、
こ

の
「
邦
関
」
が
「
秦
園
の
闘
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
函
谷
闘
な
ど

園
境
の
闘
を
本
来
指
し
た
が
、
秦
の
領
域
が
掻
大
し
た
後
は
「
邦

闘
」
の
外
側
に
遷
闘
が
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
と
解
四
押
さ
れ
て
い
る
。

な
お
張
家
山
漢
筒
「
津
闘
令
」
で
は
、
直
轄
郡
の
境
界
で
は
な
く
、

函
谷
閥
等
の
南
北
に
列
な
る
諸
闘
が
、
漢
の
関
所
と
し
て
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。

(
幻
)
大
櫛
氏
前
掲
一
九
九
九
。

(
お
)
例
え
ば
『
史
記
』
旬
奴
列
惇
に
「
秦
穆
公
得
由
余
、
西
戎
八
園
服

於
秦
。
故
自
陣
以
西
有
採
諸
・
続
戎
・
翠
・
源
之
戎
、
岐
・
梁
山
・

、
出
漆
之
北
有
義
渠
・
大
蕩
・
烏
氏
・
胸
桁
之
戎
」
と
見
え
る
。

(
m
U
)

『
史
記
』
秦
本
紀
恵
文
王
前
十
一
年
「
十
一
年
、
際
義
渠
。
蹄
貌

佐
川
・
曲
沃
。
義
渠
君
潟
臣
」
、
六
園
秦
表
同
年
依
「
義
渠
君
潟
臣
」

0

「
豚
」
設
置
と
義
渠
君
の
臣
従
が
同
時
に
行
わ
れ
た
黙
に
つ
い
て
は

顧
額
剛
「
秦
奥
西
戎
」
(
『
史
林
雑
識
初
編
』
、
中
華
室
田
局
、
一
九
六

三
所
牧
)
を
参
照
。

(
初
)
『
史
記
』
旬
奴
列
停
「
秦
昭
王
時
、
義
渠
戎
王
輿
宣
太
后
乱
、
有

二
子
」
o

こ
の
密
通
が
事
賓
で
あ
れ
ば
、
昭
王
初
年
(
前
三

O
六

年
)
前
後
の
事
件
と
推
定
さ
れ
る
(
顧
誤
剛
氏
前
掲
一
九
六
三
)
0

(
況
)
「
史
記
』
旬
奴
列
惇
「
宣
太
后
詐
而
殺
義
渠
戎
王
於
甘
泉
、
遂
起

兵
伐
残
義
渠
。
於
日
疋
秦
有
限
西
・
北
地
・
上
郡
、
築
長
城
以
拒
胡
」

0

こ
の
事
件
は
『
戦
図
策
」
秦
策
三
に
「
活
惟
至
奏
、
王
庭
迎
、
一
謂
沼

唯
日
、
寡
人
宜
以
身
受
令
久
夫
。
今
者
義
渠
之
事
急
、
寡
人
目
白
請

太
后
。
今
晶
表
渠
之
事
己
、
寡
人
乃
得
以
身
受
命
」
と
見
え
、
『
史

記
』
沼
惟
列
惇
は
至
秦
を
昭
一
一
装
王
三
六
年
(
前
二
七
一
年
)
に
繋
る
。

(
沼
)
「
史
記
』
旬
奴
列
惇
は
秦
が
義
渠
戎
滅
亡
時
、
す
な
わ
ち
前
二
七

一
年
前
後
に
院
西
・
北
地
・
上
郡
を
領
有
し
た
と
記
録
す
る
。
前
二

三
八
年
の
謬
存
の
乱
に
参
加
し
た
「
戎
翠
君
公
」
が
秦
の
周
園
の
諸

戎
を
指
す
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
居
住
地
が
秦
の
郡
豚
領
域
と
な
っ
た

以
後
も
、
な
お
「
君
公
」
の
下
で
集
圏
を
維
持
し
て
い
た
可
能
性
が

官
同
い
。

(
お
)
原
文
は
「
以
巴
氏
佐
川
蜜
夷
君
長
、
世
向
秦
女
、
其
民
信
比
不
更
」
。

王
先
謙
『
後
漢
書
集
解
」
引
く
劉
放
読
に
従
い
「
民
」
を
街
字
と
考

え
る
。
工
藤
氏
前
掲
一
九
八
四
は
柳
従
辰
説
(
同
書
校
補
所
引
)
に

従
い
劉
説
を
否
定
し
、
君
長
は
秦
女
を
降
嫁
さ
れ
、
民
は
不
更
爵
に

比
さ
れ
た
と
解
轄
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
民
全
員
に
不
更
爵
が
輿

え
ら
れ
た
の
に
封
し
、
君
長
の
み
は
爵
を
附
輿
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
。
秦
律
候
文
刷
で
も
、
爵
に
よ
る
刑
罰
の
減
克
が
認
め
ら
れ

て
い
る
の
は
上
造
以
上
の
「
君
長
」
で
あ
り
、
「
爵
比
不
更
」
は
や

は
り
「
君
長
」
た
る
人
物
に
附
奥
さ
れ
た
特
権
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
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(
弘
)
巴
氏
は
康
君
な
る
停
説
上
の
英
雄
を
始
組
と
す
る
一
族
で
あ
る
。

康
君
は
夷
水
(
清
江
)
流
域
で
主
と
な
っ
た
惇
承
を
も
っ
。
徐
中
野

「
巴
局
文
化
初
論
」
(
『
四
川
大
皐
皐
報
(
哲
息
子
世
曾
科
皐
版
)
』
一

九
五
九
年
第
二
期
)
、
童
恩
正
『
古
代
的
巴
局
』
(
四
川
人
民
出
版
枇
、

一
九
七
九
)
な
ど
を
参
照
。
秦
に
服
属
し
た
康
君
巴
氏
が
郡
西
地
域

に
居
住
し
て
い
た
黙
に
つ
い
て
は
、
大
川
裕
子
「
古
代
巴
の
歴
史

|
|
巴
人
の
分
布
に
闘
す
る
一
考
察
」
(
『
史
州
』
第
三
九
競
、
一
九

九
八
)
を
参
照
。

(
お
)
『
華
陽
園
志
』
巴
志
「
周
慎
王
五
年
、
濁
王
伐
茸
侯
、
宜
侯
奔
巴
、

巴
骨
川
求
救
子
秦
。
秦
恵
文
玉
造
張
儀
・
司
馬
錯
救
茸
・
巴
、
遂
伐
局
、

減
之
。
儀
貧
巴
・
宣
之
富
、
因
取
巴
、
執
王
以
滞
。
置
巴
萄
及
漢
中

郡
、
分
其
地
震
三
十
一
豚
。
儀
城
江
州
」
。
ま
た
同
書
は
巴
園
の
都

と
し
て
江
州
・
塾
江
・
間
中
・
平
都
・
相
豚
を
翠
げ
る
。
蒙
文
通

「
巴
局
史
的
問
題
」
(
『
四
川
大
撃
墜
報
(
祉
曾
科
皐
版
)
』
一
九
五

九
年
第
五
期
)
は
巴
萄
に
数
多
く
の
侯
王
が
分
立
し
て
い
た
と
し
、

秦
が
滅
ぼ
し
た
巴
は
関
中
に
あ
っ
た
姫
姓
の
巴
で
あ
り
、
一
方
狽
牒

に
は
別
の
巴
園
が
存
積
し
、
楚
に
滅
ほ
さ
れ
た
と
す
る
。
孫
華
「
巴

易
局
郡
考
」
(
「
四
川
盆
地
的
青
銅
時
代
』
、
科
学
出
版
祉
、
二

0
0

0
所
枚
、
初
出
一
九
八
五
)
も
、
前
ゴ
二
六
年
段
階
で
の
!
日
領
地
を

関
中
の
み
と
す
る
。
一
方
段
泳
「
論
秦
漢
王
朝
釘
巴
罰
的
改
造
」

(
『
中
園
史
研
究
』
一
九
九
九
年
第
一
期
)
は
秦
が
江
州
の
巴
園
を

滅
ぼ
し
て
該
地
に
築
城
し
、
置
郡
し
た
と
す
る
。

(
お
)
伊
藤
敏
雄
「
中
岡
山
代
に
お
け
る
質
夷
支
配
の
系
譜
|
|
税
役
を

中
心
と
し
て
|
|
」
(
「
堀
敏
一
先
生
古
稀
記
念
中
園
古
代
の
園
家
と

民
衆
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
所
収
)
は
巴
氏
の
「
君
長
」
任
命

を
「
巴
中
併
合
に
首
た
っ
て
功
績
を
奉
げ
た
か
、
あ
る
い
は
併
合
後

の
巴
中
統
治
の
必
要
性
か
ら
か
、
巴
氏
の
君
長
と
そ
の
民
に
恩
恵
を

奥
え
て
懐
柔
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
解
し
、
ま
た
張
家

山
漢
筒
「
奏
議
書
」
案
例
一
(
第
一
、
Il--
七
筒
)
に
お
い
て
南
郡
夷
這

で
裁
判
を
受
け
て
い
る
「
鐙
夷
」
も
巴
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
ず
る
。

大
川
裕
子
氏
前
掲
一
九
九
八
は
伊
藤
説
を
承
け
、
漠
初
に
鹿
君
巴
氏

が
南
郡
を
通
じ
て
服
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
康
君
巴
氏
は
部
西
に

居
住
す
る
巴
人
で
あ
り
、
川
東
の
巴
と
は
別
の
一
族
で
あ
っ
た
と
推

定
し
て
い
る
。
ま
た
段
泳
氏
前
掲
一
九
九
九
は
、
秦
が
姫
姓
の
巴
園

を
滅
ぼ
し
た
後
、
巴
人
の
大
姓
首
領
を
服
属
さ
せ
た
と
解
調
停
す
る
。

(
幻
)
「
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
」
整
理
小
組
に
よ
る
候
文
凶
注
、
工
藤
氏
前

掲
一
九
八
四
/
一
九
九
八
、
矢
淳
氏
前
掲
一
九
九
七

a
/
b
な
ど
。

(
お
)
宙
局
君
巴
氏
は
「
霞
比
不
更
」
と
さ
れ
、
ま
た
候
文
凶
に
は
「
臣
邦

員
戎
君
長
爵
首
上
這
以
上
」
と
あ
り
、
「
臣
邦
君
長
」
に
も
秦
爵

(
な
い
し
は
泰
一
俸
に
相
賞
す
る
特
権
)
の
保
有
を
認
め
ら
れ
た
者
が

存
在
し
た
。
し
か
し
言
、
つ
ま
で
も
な
く
不
更
は
第
四
等
、
上
造
に
至

つ
て
は
第
二
等
の
爵
位
に
過
ぎ
ず
、
本
来
治
氏
の
権
限
と
は
無
関
係

で
あ
る
。
「
臣
邦
君
長
」
と
は
、
秦
が
臣
属
さ
せ
た
集
圏
の
統
治
階

層
を
承
認
し
た
身
分
で
あ
り
、
そ
の
地
位
は
秦
爵
に
基
づ
い
て
い
な

か
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
却
)
こ
の
推
定
は
、
「
夏
子
」
が
「
臣
邦
」
の
統
治
階
層
を
封
象
と
し

た
概
念
で
あ
る
と
解
穣
す
る
鶴
閲
和
幸
氏
ら
の
見
解
を
支
持
す
る
も

の
と
な
る
。

(
紛
)
前
三
一
六
年
の
征
服
後
間
も
な
く
置
郡
さ
れ
た
と
す
る
楊
寛
『
戟

園
史
料
編
年
輯
謹
』
(
上
海
人
民
出
版
祉
、
二

O
O
一
)
、
段
漁
「
論
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秦
漢
王
朝
釣
巴
罰
的
改
造
」
(
『
中
園
史
研
究
』
一
九
九
九
年
第
一

期
)
ら
の
説
と
、
『
華
陽
園
志
』
を
疑
問
覗
し
、
前
二
七
七
年
頃
に

設
置
さ
れ
た
と
す
る
孫
華
「
巴
易
局
郡
考
」
(
『
四
川
盆
地
的
青
銅
時

代
』
、
科
皐
出
版
壮
、
二

0
0
0
所
収
。
初
出
一
九
八
五
)
の
説
が

存
在
し
、
矢
淳
氏
前
掲
一
九
九
七
b
や
工
藤
氏
前
掲
二

O
O六
も
早

期
の
置
郡
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

(
社
)
段
泳
氏
前
掲
一
九
九
九
は
秦
が
「
郡
豚
制
輿
霧
康
制
結
合
的
治
理

策
略
」
を
採
用
し
た
と
述
べ
、
中
村
威
也
「
中
園
古
代
凶
南
地
域
の

異
民
族
|
|
特
に
後
漢
巴
郡
に
お
け
る
「
民
」
と
「
夷
」
に
つ
い
て

|
|
」
(
『
中
園
史
事
』
第
一

O
虫
色
、
二

0
0
0
)
は
秦
の
巴
地
に
封

す
る
郡
勝
支
配
が
、
勝
城
と
そ
れ
を
結
ぶ
交
通
路
に
限
定
さ
れ
て
お

り
、
資
夷
に
釘
す
る
賓
際
の
支
配
は
間
接
統
治
で
あ
っ
た
と
推
定
し

て
お
ら
れ
る
。

(
必
)
張
家
山
漢
筒
「
奏
議
室
目
」
案
例
一
(
第
一
jilt-

、
七
筒
)
は
、
漢
初
の

南
郡
夷
道
に
お
け
る
蛍
夷
の
大
男
子
時
憂
の
逃
亡
に
閲
す
る
裁
判
案

件
で
あ
る
。
そ
の
内
容
か
ら
夷
遁
の
蟹
夷
が
「
蛍
夷
律
」
に
よ
る
支

配
を
受
け
、
夷
遁
の
官
吏
が
彼
ら
を
「
屯
卒
」
に
動
員
し
て
い
る
一

方
、
蛍
夷
の
民
が
な
お
「
君
長
」
の
属
下
に
あ
り
、
彼
ら
を
通
じ
て

賓
銭
を
納
入
し
て
い
た
事
賓
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て

は
伊
藤
氏
前
掲
一
九
九
五
、
中
村
氏
前
掲
二

0
0
0
な
ど
を
参
照
。

(
川
町
)
義
渠
戎
の
地
に
設
置
さ
れ
た
燃
は
漢
代
に
義
渠
道
と
記
録
さ
れ
て

い
る
(
張
家
山
渓
筒
「
秩
律
」
第
四
五
一
筒
)
o

ま
た
巴
の
蛍
夷
を

統
括
し
て
い
た
の
は
、
清
江
流
域
に
通
ず
る
地
を
抑
え
る
南
郡
夷
這

で
あ
っ
た
。
征
服
地
に
設
置
さ
れ
た
牒
の
中
で
も
戎
秋
蟹
夷
の
居
住

地
に
近
く
、
彼
ら
を
管
轄
す
る
役
割
を
捨
っ
て
い
た
牒
が
「
這
」
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
久
村
因
「
秦
の
「
這
」
に
つ
い
て
」
(
『
中
園
肯

代
史
研
究
』
第
一
巻
、
古
川
弘
文
館
、
一
九
六
O
所
牧
)
は
、
秦
の

遁
が
領
域
外
の
蟹
夷
に
通
ず
る
「
み
ち
」
を
線
状
に
領
有
す
る
特
別

行
政
匿
劃
を
な
し
、
交
通
管
理
と
鐙
夷
の
慰
撫
・
導
化
を
行
っ
て
い

た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
巴
郡
に
這
が
存
在
し
な
い
理
由
は
、
巴
氏

以
下
の
蟹
夷
が
本
来
巴
の
郡
勝
に
所
属
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
南
郡
設

置
後
に
は
夷
遁
を
通
じ
て
中
央
に
服
属
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る

の
で
あ
ろ
、
っ
。

(
叫
)
矢
淳
氏
前
掲
一
九
九
七
b
は
、
巴
氏
や
義
渠
な
ど
の
君
長
を
通
じ

た
統
治
を
、
郡
制
に
先
立
つ
統
治
形
態
と
し
て
い
る
。
ま
た
工
藤
氏

前
掲
一
九
九
八
/
二

O
O六
は
、
巴
氏
が
も
と
の
巴
王
で
あ
り
、
秦

に
よ
り
君
長
に
降
格
さ
れ
た
と
解
穣
し
、
巴
王
の
降
格
↓
君
長
の
支

配
↓
巴
郡
設
置
と
い
う
愛
展
段
階
を
想
定
す
る
。
し
か
し
、
前
述
し

た
よ
う
に
鹿
君
巴
氏
は
川
東
の
巴
王
と
は
別
の
郡
西
地
域
に
居
住
す

る
一
族
と
考
え
ら
れ
、
巴
王
降
格
を
示
す
史
料
的
根
擦
は
存
在
し
な

い
。
ま
た
君
長
が
統
率
し
て
い
た
の
は
蛍
夷
で
あ
り
、
秦
が
征
服
し

た
川
東
地
域
の
江
州
や
間
中
な
ど
の
豚
を
統
治
し
て
い
た
と
は
考
え

が
た
く
、
巴
郡
の
設
置
後
に
君
長
の
地
位
を
喪
失
し
た
事
{
貰
も
確
認

で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
君
長
支
配
と
巴
郡
の
設
置
の
聞
に
は
、
明
確

な
継
承
関
係
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
君
長
を
通
じ
た
督
、
夷
集
閣
の
掌

握
は
直
轄
郡
牒
と
詑
行
す
る
別
個
の
統
治
経
路
で
あ
っ
た
と
理
解
す

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
述
の
萄
侯
や
穣
侯
な
ど
の
「
封
君
・
侯
」

が
複
数
の
牒
を
領
有
し
、
そ
の
封
園
が
郡
に
移
行
す
る
性
格
を
有
し

て
い
た
事
例
と
は
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
。

(
必
)
「
史
記
』
秦
本
紀
恵
文
王
後
九
年
「
司
馬
錯
伐
局
減
之
」
、
六
園
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秦
表
同
年
「
撃
局
、
減
之
」

0

(
必
)
『
華
陽
園
志
』
萄
志
周
慎
王
五
年
「
秋
、
秦
大
夫
張
儀
・
司
馬

錯
・
都
尉
墨
等
従
石
牛
道
伐
弱
。
萄
王
白
於
霞
萌
拒
之
、
敗
績
。
王

遁
走
、
至
武
陽
、
位
同
秦
軍
所
害
。
其
相
・
停
及
太
子
退
至
逢
郷
、
死

於
白
鹿
山
。
開
明
氏
遂
亡
。
凡
局
王
十
二
世
」

0

(
U
)

『
史
記
』
泰
本
紀
恵
文
王
後
十
一
年
「
公
子
通
封
於
局
」
、
六
園

秦
表
同
年
「
公
子
縁
通
封
萄
」
、
『
華
陽
園
志
』
萄
志
周
報
ア
士
一
元
年

「
秦
一
息
王
封
子
通
岡
位
刷
局
侯
。
以
陳
壮
潟
相
」
o

中
井
積
徳
『
史
記

雌
題
』
は
公
子
通
が
「
受
禾
於
局
地
耳
、
非
骨
刷
局
侯
也
」
と
推
測
す

る
が
、
牧
野
巽
「
西
漢
の
封
建
相
績
法
」
(
『
東
方
向
学
報
(
東
京
)
』

第
三
冊
、
一
九
一
一
一
一
一
)
も
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
史
記
」
に

は
戟
岡
秦
の
封
君
が
「
侯
」
に
封
ぜ
ら
れ
封
巴
を
興
え
ら
れ
て
い
る

事
例
が
あ
り
、
公
子
通
が
賓
際
に
局
地
に
封
建
さ
れ
た
こ
と
は
確
賓

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
公
子
通
の
出
向
に
つ
い
て
蒙
文
通
氏
前
掲
一

九
五
九
は
『
華
陽
岡
志
』
の
記
事
を
疑
い
、
従
来
の
萄
王
の
子
弟
が

萄
伎
に
封
建
さ
れ
た
の
み
と
解
穫
し
、
以
後
の
研
究
で
も
こ
の
見
解

が
主
流
で
あ
る
。
し
か
し
、
秦
本
紀
・
年
表
は
明
確
に
「
公
子
」
と

の
み
記
し
て
お
り
、
他
園
の
公
子
に
園
名
を
冠
し
て
表
記
す
る
雨
篇

の
通
例
に
照
ら
せ
ば
、
首
該
人
物
を
秦
の
公
子
と
認
識
し
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。
一
方
、
濁
王
降
格
を
惇
え
る
張
儀
列
俸
は
、
『
戟
園

策
』
秦
策
一
第
七
章
「
局
主
更
競
潟
侯
」
を
改
愛
・
採
録
し
た
縦
横

家
系
資
料
に
基
づ
く
記
事
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
萄
王
子
弟
の
封
建
を

惇
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
一
同
者
の
聞
に
は
原
資
料
の
差
異
に
基

づ
く
祖
師
が
存
在
し
て
お
り
、
本
紀
・
年
表
の
記
載
に
擦
る
限
り
、

萄
征
服
の
二
年
後
に
秦
の
公
子
が
封
ぜ
ら
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き

な
い
。
な
お
、
蒙
文
通
説
の
問
題
駐
に
つ
い
て
は
種
部
い
く
子
「
古

代
の
巴
と
萄
|
|
秦
に
よ
る
巴
・
易
統
治
を
中
心
と
し
て
|
|
」

(
『
息
子
習
院
史
的
晶
子
』
第
三
競
、
一
九
六
六
)
を
参
照
。

(
必
)
「
史
記
』
・
『
華
陽
園
志
」
に
見
え
る
歴
代
萄
侯
は
次
の
通
り
。

局
相
壮
殺
局
侯
、
来
降
。

(
『
史
記
』
秦
本
紀
恵
文
王
後
一
四
年
、
前
三
二
年
)

諜
萄
相
吐
。
(
『
史
記
』
秦
本
紀
武
主
元
年
、
前
一
一
一
一

O
年
)

封
子
偉
潟
局
侯
。

(
『
華
陽
園
志
』
巻
三
局
志
周
赦
王
七
年
、
前
一
一
一

O
八
年
)

萄
侯
煙
反
。
司
馬
錯
定
局
。

(
「
史
記
」
秦
本
紀
・
昭
裏
王
六
年
、
前
一
一
一

O
一
年
)

王
封
其
子
結
潟
局
侯
。

(
『
華
陽
園
志
」
萄
志
・
周
蹴
王
一
五
年
、
前
三

O
O年
)

疑
局
侯
結
反
、
王
復
誌
之
、
但
置
萄
山
寸
。

(
『
華
陽
園
志
』
萄
志
・
周
報
王
三

O
年
、
前
二
八
五
年
)

(ω)
萄
侯
煙
・
萄
侯
結
が
秦
武
王
や
昭
嚢
王
の
子
で
は
な
く
、
萄
侯
通

の
子
孫
と
考
え
ら
れ
る
黙
は
、
蒙
文
通
氏
前
掲
一
九
五
九
が
指
摘
し

て
い
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

(
叩
)
こ
の
局
侯
統
治
期
に
関
連
す
る
吋
能
性
の
あ
る
史
料
が
、
四
川
省

主
円
川
町
脚
部
家
坪
戦
闘
臭
か
ら
出
土
し
た
「
同
律
」
木
謄
で
あ
る
。

「
侯
」
統
治
の
賓
態
に
つ
い
て
考
え
る
手
掛
か
り
と
な
り
う
る
史
料

で
あ
る
た
め
、
い
さ
さ
か
言
及
を
試
み
た
い
。
木
臆
正
而
に
は
秦
武

王
二
年
(
前
一
二

O
九
年
)
十
一
月
に
秦
王
が
丞
相
戊
(
甘
茂
)
と
内

史
匿
ら
に
命
じ
て
改
訂
・
制
定
さ
せ
た
「
出
律
」
候
文
が
記
さ
れ
て

お
り
、
背
面
に
は
、
「
四
年
(
あ
る
い
は
九
年
)
十
二
月
」
と
程
讃
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さ
れ
る
紀
年
と
、
律
に
規
定
さ
れ
た
「
除
這
」
を
賓
行
し
な
か
っ
た

日
子
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
首
時
の
禁
忌
習
俗
と
の
闘
連
も
想
定
さ

れ
て
い
る
。

都
家
坪
基
地
に
つ
い
て
、
後
掘
筒
報
「
青
川
豚
出
土
秦
更
修
田
律

木
臆
|
|
四
川
青
川
豚
戟
園
墓
後
掘
簡
報
」
(
『
文
物
」
一
九
八
二
年

第
一
期
)
は
、
被
葬
者
が
お
も
に
秦
か
ら
の
移
住
者
で
あ
る
と
し
、

間
瀬
牧
芳
「
秦
帝
岡
形
成
過
程
の
一
考
察
|
|
四
川
省
主
円
川
戦
園
墓

の
検
討
に
よ
る
|
|
」
(
『
史
林
』
六
七
巻
一
競
、
一
九
八
四
)
は
被

葬
者
が
楚
の
文
化
要
素
を
も
つ
こ
と
を
強
調
す
る
。
一
方
、
田
律
の

解
穆
に
つ
い
て
は
渡
遠
信
一
郎
「
肝
陪
制
論
」
(
『
中
園
古
代
献
舎

論
』
、
青
木
書
庖
、
一
九
八
六
所
牧
、
初
出
一
九
八
五
)
、
原
田
浩

「
主
円
川
秦
幕
木
屑
考
」
(
『
史
海
』
一
一
一
五
、
一
九
八
八
)
が
先
行
諸
説

を
整
理
・
検
討
し
て
い
る
。

田
律
木
臆
と
現
地
の
関
係
に
つ
い
て
、
山
田
氏
前
掲
書
会
九
九
三

第
二
章
第
二
節
は
墓
主
が
こ
の
地
域
の
官
吏
で
あ
り
、
武
王
二
年
に

下
さ
れ
た
法
令
に
基
づ
き
道
普
請
な
ど
を
行
わ
せ
て
お
り
、
背
面
に

四
年
二
一
月
の
土
木
工
事
を
忌
避
す
る
日
子
を
書
き
込
ん
だ
も
の
と

さ
れ
る
。
ま
た
藤
出
勝
久
「
中
岡
古
代
史
に
お
け
る
秦
、
巴
回
旬
、
楚

|
|
長
江
流
域
の
出
土
資
料
と
地
域
文
化
|
|
」
(
『
早
稲
田
大
同
学
長

江
流
域
文
化
研
究
所
年
報
』
第
二
競
、
二

O
O
三
)
は
里
耶
秦
臆
と

の
比
較
を
通
じ
て
、
表
面
の
候
文
は
秦
王
が
丞
相
・
内
史
に
命
じ
て

作
成
さ
せ
た
中
央
の
規
定
で
あ
り
、
背
面
は
墓
主
が
こ
の
規
定
に
基

づ
い
て
牒
領
域
の
這
路
補
修
に
闘
輿
し
た
際
の
記
録
と
解
調
停
す
る
。

そ
の
時
期
は
木
臆
背
面
の
「
四
年
」
が
武
王
な
ら
ば
前
三

O
七
年
、

昭
裏
王
な
ら
ば
前
三

O
三
年
と
な
り
、
般
に
「
九
年
」
が
正
し
く
、

そ
れ
が
昭
裏
王
な
ら
ば
前
二
九
八
年
と
な
り
、
局
が
郡
制
に
移
行
す

る
前
二
八
五
年
よ
り
以
前
の
時
期
に
嘗
る
。
こ
こ
か
ら
藤
田
氏
は
、

秦
中
央
の
規
定
が
「
郡
」
設
置
以
前
の
巴
局
に
も
直
接
及
ん
で
い
た

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
青
川
同
律
本
塘
は
、
武
主
二
年
に
秦
の
中
央
に
お

い
て
改
訂
さ
れ
た
法
律
が
、
何
ら
か
の
経
路
で
惇
達
さ
れ
、
青
川
附

近
の
地
域
で
施
行
さ
れ
た
事
賓
を
示
し
て
い
る
。
工
藤
氏
前
掲
二

O

O
六
は
藤
田
氏
の
解
稗
を
敷
街
し
、
表
面
の
記
事
か
ら
命
令
が
中
央

政
府
か
ら
直
接
嘗
地
に
惇
達
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
部
制
以
前
に

現
地
で
律
令
を
受
信
し
た
初
歩
的
な
行
政
機
構
が
「
属
邦
」
で
あ
っ

た
と
す
る
。
し
か
し
木
臆
表
刊
の
「
丞
相
・
内
史
」
ら
は
命
令
の
愛

信
者
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
律
の
制
定
者
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
中
央

政
府
の
命
令
が
現
地
に
直
接
「
惇
達
」
さ
れ
た
事
賓
を
諒
み
取
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
仮
に
青
川
の
地
が
濁
侯
の
封
園
に
含
ま
れ
て
い
た

と
す
れ
ば
、
や
は
り
成
都
の
易
相
を
通
じ
現
地
の
豚
に
惇
達
さ
れ
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
施
行
の
最
密
な
時
期
ゃ
、
現

地
の
行
政
的
所
属
を
確
定
す
る
史
料
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
現
時

離
で
は
あ
く
ま
で
も
叶
能
性
の
範
固
に
止
ま
る
。

(
日
)
秦
の
封
君
・
侯
と
そ
の
封
邑
に
つ
い
て
は
、
楊
寛
『
戦
園
史
(
増

訂
本
)
」
、
上
海
人
民
山
版
祉
、
一
九
九
八
。
初
山
一
九
八
O
)
六
九

一一一、
Il--
、
六
九
五
頁
「
秦
図
的
封
君
」
表
、
藤
田
勝
久
「
『
史
記
』
穣
侯

列
停
に
関
す
る
一
考
察
l
|
馬
王
堆
白
呈
目
『
戦
園
縦
横
家
主
日
』
を
手

が
か
り
と
し
て
|
|
」
(
『
東
方
皐
』
第
七
一
輯
、
一
九
八
六
)
、
矢

淳
氏
前
掲
一
九
九
七
b
に
整
理
検
討
が
あ
る
。

(
臼
)
「
史
記
』
秦
本
紀
孝
公
一
一
一
一
年
「
封
軟
潟
列
侯
、
競
商
君
」
、
活
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唯
列
惇
「
今
臣
官
百
七
於
相
、
爵
在
列
侯
」
と
あ
る
。
封
君
・
侯
が

「
列
侯
(
徹
侯
)
」
爵
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

(
日
)
『
戦
園
策
』
秦
策
一
一
一
「
臨
服
役
失
韓
之
汝
南
、
秦
昭
王
謂
庭
侯
日
、

君
亡
岡
、
其
憂
乎
」
、
『
史
記
』
秦
本
紀
昭
裏
王
四
五
年
「
葉
陽
君
恒

山
川
之
園
、
未
至
而
死
」
、
秦
始
皇
本
紀
秦
王
政
八
年
「
謬
存
封
佳
局
長

信
伎
、
予
之
山
陽
地
令
士
号
居
之
。
宮
室
車
馬
衣
服
苑
園
馳
獄
窓
士
号
、

事
無
小
大
骨
決
於
事
。
又
以
河
西
太
原
郡
更
骨
跡
事
岡
」
、
日
不
幸
列

停
「
秦
王
乃
迎
太
后
於
窪
、
時
復
成
陽
、
而
出
文
信
侯
就
図
河
南
」

0

(
日
)
『
史
記
』
秦
本
紀
昭
裏
王
一
六
年
「
左
更
錯
取
釈
及
部
。
山
什
売
。

封
公
子
市
宛
、
公
子
恒
部
、
貌
由
什
陶
、
翁
諸
侯
」
o

穣
侯
が
陶
邑
を

獲
得
し
た
の
は
前
二
八
一
年
ご
ろ
。
藤
同
氏
前
掲
一
九
八
六
、
楊
寛

『
戟
園
史
料
編
年
輯
謹
』
(
上
海
人
民
出
版
祉
、
二

O
O
一
)
八
三

一
}
{
八
三
二
頁
を
参
照
。

(
日
)
陶
の
位
置
に
つ
い
て
は
藤
田
氏
前
掲
一
九
八
六
を
参
照
。

(
日
)
楊
寛
『
戦
園
史
(
増
訂
本
)
』
(
上
海
人
民
出
版
祉
、
一
九
九
八
)

二
五
九
i
二
六
九
頁
。

(
貯
)
『
史
記
』
穣
侯
列
惇
「
相
園
穣
侯
一
百
客
卿
竃
、
欲
伐
斉
取
剛
・
喜
一
町
、

以
虞
其
陶
邑
o

(

中
略
)
於
日
疋
秦
昭
主
情
、
乃
兎
相
園
、
令
淫
陽
之

属
皆
出
閥
、
就
封
u
巴
。
穣
侯
出
閥
、
格
車
千
乗
有
除
。
穣
侯
卒
於
陶
、

而
因
葬
罵
。
奏
。
復
牧
陶
矯
郡
」
(
穣
侯
出
闘
は
昭
裏
王
三
六
年
、
前

二
七
一
年
ご
ろ
)

0

(
路
)
工
藤
氏
前
掲
一
九
八
四
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
君
公
」
に
は
諾

侯
や
岡
君
を
音
信
郎
す
る
川
用
例
が
あ
り
(
『
基
子
」
山
間
同
中
篇
な
ど
)
、

工
藤
氏
は
こ
こ
か
ら
「
君
公
」
を
秦
に
降
服
し
た
附
庸
諸
侯
の
意
味

と
し
、
欠
淳
氏
前
掲
一
九
九
七
b
は
秦
が
封
建
し
た
封
君
と
す
る
。

矢
淳
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
匝
邦
君
公
」
が
秦
の
封
君
・
侯
を

含
む
概
念
で
あ
っ
た
吋
能
性
は
高
い
と
考
え
る
。

(
印
)
前
述
の
如
く
、
「
臣
邦
君
長
」
に
も
有
爵
者
は
存
在
し
た
が
、
そ

の
君
長
と
し
て
の
地
位
は
秦
霞
に
基
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
彼
ら
は
「
爵
後
」
に
合
ま
れ
ず
、
「
後
大
子
」
な
る
別
の
範
時
が

用
玄
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
釘
し
て
「
臣
邦
君
公
」
は
「
列

侯
」
等
の
高
位
の
国
闘
を
も
っ
君
主
身
分
で
あ
り
、
「
爵
後
」
の
範
障

に
含
ま
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
前

連
の
『
史
記
」
始
皇
本
紀
に
見
え
る
「
戎
翠
君
公
」
と
は
、
秦
に
臣

属
し
た
後
、
あ
ら
た
め
て
「
列
侯
」
等
の
爵
を
山
県
え
ら
れ
た
戎
秋
の

君
長
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
候
文
川
が
「
己
呉
臣
邦
君
公
」
に
封
し
、

爵
位
の
限
定
無
し
に
「
蹟
」
刑
の
適
用
を
認
め
て
い
る
こ
と
も
、

「
君
公
」
が
「
君
長
」
と
異
な
り
、
本
質
的
に
高
位
の
爵
に
基
づ
く

身
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
削
)
た
と
え
ば
韓
の
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
入
朝
」
・
「
稽
臣
」
闘

係
の
事
例
を
確
認
で
き
る
。

韓
・
貌
太
了
来
朝
。
張
儀
相
貌
。

(
「
史
記
』
秦
本
紀
恵
文
王
後
三
年
、
前
一
一
一
一
一
一
一
年
)

韓
太
子
蒼
来
賀
。
(
同
恵
文
王
後
十
年
、
前
二
二
五
年
)

恵
王
卒
、
子
武
王
立
。
韓
・
貌
・
斉
・
楚
・
越
皆
賓
従
。

(
同
恵
文
王
後
十
四
年
、
前
二
一
一
一
年
)

韓
王
入
朝
、
貌
委
園
賠
令
。(

同
昭
裏
王
五
十
三
年
、
前
二
五
四
年
)

昭
裏
王
卒
、
子
孝
文
王
立
。
:
:
:
韓
王
衰
経
入
弔
嗣
。

(
同
昭
裏
王
五
十
六
年
、
前
二
五
O
年
)
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韓
王
請
潟
臣
。

(
同
秦
始
皇
本
紀
秦
王
政
十
四
年
、
前
一
一
一
二
三
年
)

(
日
)
大
櫛
敦
弘
「
統
一
前
夜
|
|
戦
園
後
期
の
「
図
際
」
秩
序
|
|
」

(
『
名
古
屋
大
皐
東
洋
史
研
究
報
告
』
一
九
、
一
九
九
五
)
を
参
照
。

『
戟
岡
策
』
趨
策
二
第
三
章
、
貌
策
一
第
一

O
章
・
二
章
、
韓
策

一
第
六
章
の
蘇
秦
・
張
儀
の
言
説
ゃ
、
貌
策
四
第
二
二
章
の
唐
且
の

二
日
に
「
稽
東
藩
・
築
帝
宮
・
受
冠
帯
・
洞
春
秋
」
な
ど
の
語
句
が
見

え
る
。
大
櫛
氏
は
こ
れ
ら
を
戦
闘
後
期
の
服
属
状
況
を
反
映
し
た
記

事
と
解
穆
さ
れ
る
。

(
臼
)
大
櫛
氏
前
掲
一
九
九
九
を
参
照
。
勿
論
「
外
臣
邦
」
に
は
、
諸
侯

園
の
み
な
ら
ず
、
入
朝
な
ど
稀
「
臣
」
以
前
の
服
属
段
階
に
あ
る
戎

秋
蟹
夷
も
合
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
臼
)
工
藤
氏
前
掲
一
九
九
八
、
大
櫛
氏
前
掲
一
九
九
九
で
も
、
燕
の
書

信
に
見
え
る
臣
属
の
状
態
を
「
臣
邦
君
八
ム
」
に
該
蛍
す
る
事
例
と
捉

え
て
お
ら
れ
る
。

(
刷
出
)
漠
代
の
「
内
臣
/
外
臣
」
に
つ
い
て
は
栗
原
朋
信
「
文
献
に
あ
ら

わ
れ
た
る
秦
漠
璽
印
の
研
究
」
(
『
秦
漢
史
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
O
所
牧
)
の
古
典
的
研
究
、
ま
た
蜜
夷
の
内
属
に
つ
い
て
は

小
林
聴
「
漠
時
代
に
お
け
る
中
岡
周
透
民
族
の
内
属
に
つ
い
て
」

(
『
東
方
向
学
』
第
八
二
輯
、
一
九
九
二
、
熊
谷
滋
三
「
前
漢
に
お
け

る
「
蟹
夷
降
者
」
と
「
蹄
義
蟹
夷
」
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

第
一
三
四
冊
、
一
九
九
七
)
な
ど
を
参
照
。

(
日
)
漠
代
諸
侯
王
の
世
襲
規
定
に
つ
い
て
は
牧
野
氏
前
掲
一
九
一
一
一
一
一
を

参
照
。

(
山
山
)
大
櫛
氏
前
掲
一
九
九
九
は
、
秦
律
の
「
臣
邦
/
外
臣
邦
」
の
聞
に

内
臣
・
外
匝
の
匝
別
が
存
在
し
た
と
捉
え
、
さ
ら
に
「
臣
邦
」
が
文

献
の
「
関
内
侯
」
に
該
嘗
し
、
秦
の
外
側
の
園
境
線
で
あ
る
「
闘
」

の
ラ
イ
ン
の
内
側
に
あ
り
、
康
い
意
味
で
秦
の
「
邦
」
内
に
合
ま
れ

て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
「
臣
邦
」
と
「
外
臣
邦
」
が
漢
代
の

内
臣
・
外
匝
の
近
い
性
格
を
有
し
て
い
た
黙
は
、
大
櫛
氏
の
論
ぜ
ら

れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
戟
園
秦
段
階
の
司
法
閥
」
に
つ
い
て

は
不
明
な
黙
が
多
い
。
例
え
ば
穣
侯
の
陶
邑
の
よ
う
に
飛
び
地
の
封

邑
ま
で
も
が
「
透
閥
」
で
園
縫
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
「
臣
邦
」

が
「
関
内
侯
」
に
該
常
す
る
の
か
と
い
っ
た
貼
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

に
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

(
訂
)
「
戦
園
策
」
越
策
一
「
秦
主
謂
公
子
他
」
章
「
潟
亭
守
三
十
日
、

陰
使
人
前
越
王
日
、
韓
不
能
守
上
黛
、
且
以
奥
山
泰
、
其
民
皆
不
欲
骨
川

市
奈
、
而
願
潟
超
」
(
『
史
記
」
越
世
家
に
も
同
様
の
文
)

0

『
史
記
』
白

起
列
惇
「
秦
嘗
攻
韓
、
園
邪
丘
、
困
上
黛
。
上
禁
之
民
、
皆
反
潟
超
。

天
下
不
印
刷
木
第
秦
民
之
日
久
ム
矢
」

0

な
お
張
家
山
漢
筒
「
奏
議
書
」
案

例
二
(
第
八
1
第
会
六
簡
)
に
は
、
楚
漢
抗
争
期
に
楚
の
奴
婚
が
漢

に
投
降
し
て
漢
民
と
な
る
こ
と
を
「
矯
漠
」
と
表
現
し
た
事
例
が
見

〉える。

(
m
m
)

飯
島
氏
前
掲
一
九
八
六
は
、
『
商
君
主
己
保
民
で
「
故
秦
」
と

「
新
民
」
が
匿
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
擦
に
、
奮
三
亙
円
人
が
秦
の

郡
勝
に
編
入
さ
れ
た
後
も
、
依
然
と
し
て
「
非
秦
人
」
と
認
識
さ
れ

て
い
た
と
解
得
す
る
が
、
首
肯
で
き
な
い
。
保
民
篇
が
論
ず
る
の
は

あ
く
ま
で
も
「
秦
」
の
尽
に
お
け
る
「
故
秦
」
と
「
新
民
」
の
匝
別

で
あ
り
、
秦
牒
に
編
入
さ
れ
た
奮
非
秦
人
が
、
そ
の
後
も
「
非
秦

人
」
と
認
識
さ
れ
績
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
的
根
擦
は
確
認
で
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き
な
い
。

(ω)
張
家
山
漠
筒
「
奏
議
書
」
案
例
三
で
は
、
漢
初
の
諸
侯
主
園

(
斉
)
と
漢
と
の
閥
係
を
「
乞
岡
」
と
表
現
し
、
斉
園
人
が
漢
人
の

女
性
を
要
る
行
震
を
禁
止
し
て
い
た
事
例
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
案

件
に
見
え
る
「
諸
侯
」
や
「
乞
閥
」
と
い
っ
た
表
現
が
、
戦
園
期
の

秦
律
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
戦
図
秦
に
お

い
て
も
「
諸
侯
」
(
す
な
わ
ち
「
官
邦
」
)
の
男
性
が
「
秦
」
の
女
性

を
要
る
行
潟
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
張
家
山
漠
律
の

「
諮
侯
」
に
つ
い
て
は
山
同
勝
芳
「
張
家
山
第
二
四
七
競
漠
墓
竹
筒

「
二
年
律
令
」
と
秦
漢
史
研
究
」
(
『
円
本
秦
漠
史
皐
舎
舎
報
』
第
一
二

抜
、
二

O
O
二
)
、
杉
村
伸
二
「
二
年
律
令
よ
り
見
た
漢
初
に
お
け

る
漠
朝
と
諸
侯
王
園
」
(
前
掲
『
江
陵
張
家
山
二
四
七
競
墓
出
土
漠

律
令
の
研
究
」
所
牧
)
を
参
照
。

(
同
)
工
藤
氏
前
掲
一
九
八
四
は
「
指
純
属
少
数
民
族
血
統
」
と
す
る
整

理
小
組
に
釘
し
、
秦
に
匝
属
し
て
い
る
の
は
呉
氏
族
に
限
ら
な
い
と

し
て
、
他
園
か
ら
秦
に
来
た
「
客
」
の
身
分
を
指
し
た
法
概
念
と
解

稽
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
秦
」
の
血

統
を
引
い
て
い
な
い
「
純
粋
な
非
秦
人
」
と
い
う
意
味
で
も
理
解
可

能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
礼
)
「
夏
子
」
の
臣
邦
君
長
が
非
秦
人
の
女
性
と
の
聞
に
設
け
た
子
は
、

三
県
」
と
認
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
秦
と
婚
姻
闘
係
を
結
ん
だ

臣
邦
君
長
は
、
子
供
の
代
か
ら
秦
に
同
化
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
歴
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代
に
わ
た
っ
て
秦
女
を
安
る
こ
と
で
、
繰
り
返
し
「
夏
子
」
を
生
み

出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(η)
秦
公
鐙
・
秦
公
基
銘
文
、
お
よ
び
秦
景
公
大
某
出
土
の
残
磐
銘
文

に
見
え
る
「
督
、
夏
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
の
解
稗
が
分
か

れ
て
い
る
が
、
秦
が
遅
く
と
も
春
秋
時
代
の
中
後
期
に
は
、
自
園
を

「
蟹
夏
」
に
君
臨
す
る
存
在
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
は
確
賓
で
あ

ろ、つ。

(
ね
)
「
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
二
十
六
年
候
の
「
置
王
」
と
「
郡
牒
」
を

め
ぐ
る
論
争
で
丞
相
王
結
が
奮
六
園
地
へ
の
諸
子
封
建
を
主
張
し
、

軍
臣
が
賛
同
し
て
い
る
。
こ
れ
は
統
一
直
後
の
段
階
で
も
、
秦
が
封

建
し
た
臣
邦
の
上
に
君
臨
す
る
「
夏
」
秩
序
の
構
築
が
、
依
然
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
な
統
治
の
方
法
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
し
か
し
賓
際
に
は
「
天
下
」
領
域
に
一
律
的
な
郡
削
が
敷
か

れ
、
「
匝
邦
」
を
通
じ
た
統
治
樫
系
は
、
統
一
秦
に
お
い
て
存
在
す

る
志
味
を
喪
失
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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[
附
記
]
本
稿
は
、
二

O
O
五
年
十
一
月
、
東
洋
史
研
究
曾
大
舎
に
て
報

告
し
た
内
容
に
加
筆
・
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
貴
重
な
御

意
見
を
賜
っ
た
先
生
方
に
、
謹
ん
で
御
植
を
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
本
稿
は
、
平
成
会
七
年
・
一
八
年
度
科
目
学
研
究
費
補
助
金
(
特
別

研
究
員
奨
勘
費
)
「
先
秦
か
ら
秦
漠
時
代
に
お
け
る
「
中
園
」
地
域
観
念

の
形
成
に
関
す
る
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。



THE CONCEPTS OF X/A AND CHENBANG IN QIN LAW

WATANABE Hideyuki

This article analyzes the Qin legal concepts of Xia ~ and chenbang § ~~ seen

in the Faliidawen ytW~Fp~ (Responses to Questions on Law and Punishment) ,

found among the Qin bamboo slips recovered from the Shuihudi I!@ re f-ili. site in

Yunmeng ~~, and considers the concept of China (the Central States, the Mid

dle kingdom) that was constructed in the period of Qin domination during the War

ring States period.

The Xia of the Qin law was a concept with a two-fold relationship to the Qin

center. The first was the relationship of ruler and ruled linking the Qin and a ruler

of the chenbang. Qin law defined the act of the chenbang people breaking away

from their ruler as qu Xia -*~ (leaving Xia) and prohibited it. The second re

lationship involved the Qin pedigree. In Qin law a chenbang individual borne of a

Qin mother was recognized as a Xiazi ~ -=f (a child ofaXia) and was distin

guished from other chenbang people. In short, it seems that the Xia of Qin law

was a concept based on some relationship (either of ruler and ruled or of mar

riage) linking the Qin and chenbang.

What then was the character of the chenbang ? The Qin constructed a channel

for indirect rule through the rulers of various sized vassal states, such as the

rulers of alien peoples who had become the subjects of the Qin, the feudal lords,

!t~ or 1*, who had been enfeoffed by the Qin, and other Zhou related states

that had submitted to the Qin. The people who were the subjects of these rulers

were clearly distinguished from the Qin people who were organized into districts

J!t* and commanderies f~ under direct Qin rule. The chenbang of Qin law was a re

lationship that paralleled that of districts and counties, and it seems to have been a

legal concept that signified a channel to govern through these local rulers.

On the basis of the above understanding of chenbang, it is then possible to

understand the Xia of Qi law in the following manner. First, Xia was concept for

controlling non-Qin people through their rulers, ~:& or ~/j}, and to justify their

integration based on a different channel of rule from that of the direct district and

commandery. The chenbang people were not incorporated into the people of the

Qin, but were grasped as people within the Xia order linked by their ruler to the

Qin. Furthermore, within the chenbang were states recognized as rong 1:X: (alien

- 1 -



peoples) and others that belonged to the Zhou cultural sphere. Thus Xia was a

concept that was capable encompassing both. In other words, the Xia of the Qin

law was not a concept that stood in binary opposition to rang, it seems rather to

have been a concept of political relationship for integrating various states, including

those classified as rang.

On the other hand, the Xia within the context of family lineages was an affilia

tion through the bloodline of a Qin father, and it also presented a more broader

identification for people born when a Qin woman married outside the group with a

chenbang person. The Qin legal system invariably distinguished whether one was

Qin (Xia) or chenbang on the basis of background of one's father. Then in the case

of the chenbang people a further distinguish was made, whether one was Xiazi or

Zhen ~ on the basis of the background of the mother. The Xiazi was a chenbang

person who was borne by a Qin (Xia) mother, in short this meant the person was

"a quasi-Qin." And the Zhen in contrast was someone who did not have Qin blood,

meaning someone who was "a genuine non-Qin." The Qin constructed the concept

of Xia, an affiliated relationship based on the bloodlines of their own state for the

chenbang people.

As seen from the above, the Xia in Qin law was constructed upon the system

of Qin domination as a concept to justify the integration of Qin and non-Qin peo

ple. It was a concept in a theory of governance that expressed the ties, both poli

tical and of blood, to the Qin center and was not cultural or territorial. In other

words, Qin constructed a social order in which the Xia were placed atop the

various states that included those of foreign peoples.

BETWEEN RITUAL AND PUNISHMENT: THE TRANSITION OF

THE CRIME OF BRIBERY

TOMIYA Itaru

The crimes of bribery and corruption were proscribed in the statutes on Ad

ministrative Regulation in the Tang Code. Concerning taking illicit goods, there

are some provisions in the Han Code as well, which belong to the Statutes on

Robbery. They were assumed to correspond to stealing in the Han period. And

though the law conceived of it as an officer's crime, the crime was not a status

specific offense in the full sense.

The conditions and features of the crime of bribery changed in the time from

- 2-
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